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一　

夫
婦
財
産
の
分
配
と
夫
婦
財
産
に
関
す
る
規
律

１　

夫
婦
財
産
制
の
機
能

　

夫
婦
の
財
産
関
係
に
お
い
て
、
夫
婦
各
自
の
個
人
性
・
独
立
性
を
重
視
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
共
同
性
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、

制
度
設
計
に
は
か
な
り
の
違
い
が
出
て
く
る
。
家
族
関
係
が
変
化
し
、
家
族
の
個
人
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
中
で
は
、
夫
婦
間

に
お
い
て
も
、
夫
婦
各
自
の
人
格
的
独
立
性
を
尊
重
し
、
夫
婦
財
産
に
つ
い
て
も
個
人
的
財
産
関
係
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
婚
姻
中
に

形
成
さ
れ
た
財
産
で
あ
っ
て
も
、
夫
あ
る
い
は
妻
の
個
人
的
努
力
の
成
果
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
強
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
生

活
の
共
同
を
伴
っ
て
い
る
夫
婦
関
係
を
完
全
な
個
人
勘
定
に
基
づ
い
て
維
持
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
夫
婦
関
係
が
金
銭

的
協
力
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
非
金
銭
的
な
家
政
管
理
や
家
事
育
児
そ
の
他
の
ケ
ア
労
働
と
い
っ
た
無
償
労
働
に
よ
る
協
力
に
よ
っ

て
維
持
さ
れ
て
い
る
以
上
、
婚
姻
中
に
取
得･

維
持
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
た
財
産
が
あ
れ
ば
、
夫
婦
間
で
分
か
ち
合
う
の
が
当
然
と
も

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
多
く
の
国
で
は
、
夫
婦
の
財
産
関
係
を
個
人
間
の
関
係
を
規
律
す
る
一
般
財
産
法
の
ル
ー
ル
と
は
異
な
る

ル
ー
ル
、
す
な
わ
ち
、
夫
婦
財
産
制
と
し
て
ト
ー
タ
ル
な
一
連
の
規
定
を
置
き
、
夫
婦
財
産
の
公
平
な
分
配
を
実
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
但
し
、
夫
婦
財
産
の
公
平
な
分
配
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
夫
婦
財
産
制
の
枠
組
み
を
定
め
る
か
は
、
国
に
よ
り
か
な
り
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。

　

夫
婦
財
産
制
の
基
本
的
枠
組
み
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
婚
姻
継
続
中
の
①
夫
婦
財
産
の
帰
属
―
―
婚
姻
前
あ
る
い
は
婚
姻
中
に

取
得
さ
れ
た
財
産
が
夫
婦
に
ど
の
よ
う
に
帰
属
す
る
か
、
②
財
産
に
対
す
る
権
限
―
―
夫
婦
財
産
の
管
理･

処
分
権
、
及
び
、
③
債

務
に
対
す
る
責
任
と
負
担
―
―
債
権
者
に
対
す
る
責
任
財
産
の
範
囲
や
夫
婦
間
で
の
負
担
―
―
に
関
す
る
規
律
で
あ
り）1
（

、
さ
ら
に
、

こ
れ
と
関
連
し
て
婚
姻
解
消
（
夫
婦
財
産
制
の
解
消
）
の
際
の
④
夫
婦
財
産
の
分
配
の
規
律
で
あ
る
が
、
①
～
④
を
ど
の
よ
う
に
定

め
る
か
に
よ
っ
て
、
夫
婦
財
産
制
の
規
律
の
あ
り
方
は
国
に
よ
っ
て
か
な
り
の
違
い
が
生
じ
る）2
（

。
①
夫
婦
財
産
の
帰
属
の
点
を
基
準
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に
す
れ
ば
、
共
通
制
と
別
産
制
に
大
別
で
き
、
共
通
制
は
、
①
の
点
に
関
し
て
、
夫
婦
財
産
の
一
定
範
囲
に
つ
い
て
、
特
に
婚
姻
中

に
有
償
取
得
し
た
財
産
を
中
心
に
、
夫
婦
共
通
財
産
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
婚
姻
解
消
時
に
④
夫
婦
財
産
の
分
配
を
共
通
財
産
の
清

算･
分
割
と
い
う
方
法
で
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
共
通
制
は
、
婚
姻
解
消
時
に
、
夫
婦
各
自
に
対
し
、
財
産
に
対

す
る
権
原
（
帰
属
）
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
④
夫
婦
財
産
の
分
配
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
別
産
制
は
、
婚
姻
継
続
中
も
財
産
関
係
に
お
け
る
夫
婦
の
独
立
性
の
原
則
に
基
づ
き
、
夫
婦
財
産
は
独
立
し
て
各

自
に
個
人
帰
属
し
、
各
自
が
独
立
し
た
管
理
を
行
い
、
債
務
に
つ
い
て
も
個
人
責
任
を
負
う
た
め
、
別
産
制
を
採
用
す
る
イ
ギ
リ
ス

法
等
で
は
、
上
記
①
②
③
に
関
す
る
規
定
を
持
た
ず
、
夫
婦
財
産
制
と
い
う
特
別
な
ル
ー
ル
は
定
め
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
婚
姻

解
消
時
に
お
け
る
④
夫
婦
財
産
の
分
配
が
夫
婦
財
産
の
清
算
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
法
で

も
、
離
婚
の
際
に
は
、
夫
婦
の
一
方
か
ら
他
方
に
対
す
る
離
婚
給
付
の
規
定
に
お
い
て
、
衡
平
な
財
産
分
配
の
制
度
が
定
め
ら
れ
て

い
る）3
（

か
ら
、
裁
判
官
に
よ
る
財
産
の
分
配
を
伴
う
別
産
制
で
あ
る
。
し
か
し
、
離
婚
時
の
衡
平
財
産
分
配
法
の
問
題
点
と
し
て
は
、

衡
平
の
基
準
が
明
確
に
さ
れ
ず
、
裁
判
官
の
裁
量
や
離
婚
当
事
者
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
る
結
果
、
平
等
な
財
産
の
分
与
を
妻
に
保

障
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（
（

。

　

そ
こ
で
、
別
産
制
の
原
則
に
立
ち
な
が
ら
、
夫
婦
財
産
制
の
枠
内
で
、
婚
姻
解
消
時
に
お
け
る
④
夫
婦
財
産
の
分
配
を
規
律
す
る
、

複
合
的
財
産
制
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
れ
に
も
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
が
、
婚
姻
解
消
時
の
④
夫
婦
財
産
の
分
配

を
、
共
通
制
と
は
異
な
り
、
債
権
的
に
保
障
す
る
ド
イ
ツ
の
付
加
利
得
共
通
制
（
剰
余
共
同
制Zugew

inngem
einschaft

）、
ス
イ
ス

の
所
得
参
与
制
（Participation aux acquêts

、
フ
ラ
ン
ス
で
は
約
定
財
産
制
の
一
つ
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
）
が
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
。
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２　

夫
婦
財
産
上
の
平
等
へ
の
国
際
的
潮
流

　

こ
の
よ
う
に
諸
外
国
に
お
い
て
様
々
な
法
制
度
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
、
近
時
、
夫
婦
財
産
関
係
法
も
男
女
（
夫
婦
）
の

平
等
の
理
念
に
立
脚
す
べ
き
こ
と
が
強
く
要
請
さ
れ
る
結
果
、
共
通
し
た
一
定
の
方
向
へ
と
収
斂
す
る
傾
向
も
見
て
と
れ
る）5
（

。
特
に
、

国
連
の
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
一
般
勧
告
や
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
）
に
よ
る
「
夫
婦
間
の
財
産
関
係
に
関

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
原
則
」
に
お
い
て
は
、
夫
婦
間
の
平
等
の
観
点
か
ら
、
婚
姻
中
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
の
平
等
な
分
割
を
保

障
す
る
法
制
度
の
実
現
が
促
さ
れ
て
い
る
。

　

国
連
の
女
性
差
別
撤
廃
条
約
は
、
家
族
内
の
不
平
等
が
、
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一

六
条
一
項
は
、「
婚
姻
及
び
家
族
関
係
に
お
け
る
男
女
の
平
等
」
を
規
定
し
、
そ
の
中
で
、
特
に
夫
婦
の
財
産
関
係
に
関
し
て
「
⒣

無
償
で
あ
る
か
有
償
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
財
産
を
所
有
し
、
取
得
し
、
運
用
し
、
管
理
し
、
利
用
し
及
び
処
分
す
る
こ
と
に
関
す

る
配
偶
者
双
方
の
同
一
の
権
利
」
を
確
保
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
様
々
な
国
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
女
性

は
多
く
の
場
合
、
家
族
の
経
済
的
富
や
利
益
を
平
等
に
享
受
し
て
お
ら
ず
、
家
族
関
係
解
消
に
伴
っ
て
、
男
性
よ
り
も
困
窮
す
る
等

の
経
済
的
に
不
利
益
な
地
位
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
締
約
国
に
対
し
、
一
六
条
一
項
⒣
の
義
務
履
行
の
た
め
の
指
針
と
な
る

べ
く
、
女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
二
〇
一
三
年
二
月
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
一
六
条
に
関
す
る
一
般
勧
告
二
九
号
「
婚
姻
、
家
族

関
係
及
び
そ
れ
ら
の
解
消
の
経
済
的
影
響
」
を
採
択
し
た）（
（

。
一
般
勧
告
二
九
号
で
は
、
締
約
国
に
対
し
て
特
定
の
夫
婦
財
産
制
（
共

通
制･

別
産
制
・
複
合
制
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
が）（
（

、
締
約
国
が
、
婚
姻
継
続
中
に
つ
い
て
は
、
夫
婦

各
自
に
夫
婦
財
産
へ
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
と
そ
の
管
理
の
平
等
な
法
的
能
力
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
男
性
と
平
等
に
、

女
性
に
固
有
財
産
（
ま
た
は
非
婚
姻
財
産
）
を
所
有
、
取
得
、
管
理
、
運
用
及
び
享
受
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
（
パ
ラ
グ
ラ
フ

38
）、
ま
た
、
と
り
わ
け
、
婚
姻
解
消
（
別
居
あ
る
い
は
離
婚
）
時
に
お
い
て
は
、
婚
姻
中
蓄
積
さ
れ
た
全
財
産
の
分
配
に
関
し
て
、

当
事
者
間
の
平
等
を
規
定
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
際
、
婚
姻
中
の
財
産
取
得
に
関
す
る
非
金
銭
的
な
も
の
を
含
む
間
接
的
な
寄
与
の
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価
値
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
（（
）、
婚
姻
解
消
の
際
の
財
産
権
に
関
す
る
形
式
的
及
び
実
質
的
平
等
を
実
現
す
る

た
め
に
、「
家
事
や
家
族
ケ
ア
、
経
済
的
機
会
喪
失
、
一
方
に
よ
る
他
方
配
偶
者
の
キ
ャ
リ
ア
開
発
や
そ
の
他
の
経
済
活
動
さ
ら
に

相
手
方
の
能
力
開
発
に
対
す
る
有
形
無
形
の
貢
献
を
含
む
、
分
割
対
象
の
夫
婦
財
産
に
関
す
る
非
金
銭
的
寄
与
の
評
価
」
等
を
規
定

す
る
こ
と
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
（（
）
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
も
批
准
し
て
い
る
女
性
差
別
撤
廃
条
約
上
も
、
夫
婦
間

の
平
等
の
観
点
か
ら
婚
姻
中
の
取
得
財
産
に
関
す
る
平
等
な
分
配
を
規
定
す
べ
き
こ
と
が
締
約
国
に
要
請
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
二
〇
〇
一
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
家
族
法
の
統
一
を
図
る
こ
と
を
目
指
し
て
発
足
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
委
員
会

（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
）
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
原
則
」
の
提
案
に
よ
り
各
国
へ
の
指
針
を
与
え
て
き
た
が
、
二
〇
一
三
年
に
は
「
夫
婦
間

の
財
産
関
係
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
原
則
」
を
提
案
し）8
（

、
原
則
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
前
文
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
共

通
の
価
値
で
あ
る
夫
婦
間
の
平
等
を
最
優
先
し
、
夫
婦
同
等
の
権
利
と
同
等
の
機
会
の
達
成
を
目
指
す
こ
と
が
示
さ
れ
た）（
（

。
こ
れ
に

続
く
、「
第
一
章　

夫
婦
の
一
般
的
な
権
利
義
務
」
に
お
い
て
、「
原
則
四
：
二　

夫
婦
は
平
等
の
権
利･

義
務
を
有
す
る
」
と
の
規

定
が
お
か
れ
、
こ
の
原
則
に
対
し
て
付
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
で
は
、
夫
婦
の
平
等
は
、
一
方
が
婚
姻
中
に
他
方
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
財

産
へ
の
参
与
に
関
し
て
何
ら
か
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
へ
の
基
本
的
な
根
拠
と
な
る
こ
と
、
夫
婦
間
の
富
（
婚
姻
中
の
獲
得
物
）

の
不
平
等
が
、
参
与
や
分
割
に
関
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
均
等
に
さ
れ
る
こ
と
、
夫
婦
の
権
利
義
務
の
平
等
を
考

慮
す
れ
ば
、
婚
姻
中
の
家
族
の
富
や
財
産
取
得
に
対
し
て
の
各
自
の
寄
与
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
自
の
寄
与
は
本
質
的
に
同
等

の
重
要
性
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
は
、
こ
れ
に
適
合
的
な
夫
婦
財
産
制
と
し
て
、
所
得
参

与
制
と
所
得
共
通
制
を
法
定
財
産
制
の
推
奨
モ
デ
ル
と
し
て
提
案
し
、
原
則
四
：
一
六
以
下
の
「
第
三
章　

夫
婦
財
産
制
」
に
お
い

て
両
制
度
を
規
定
し
た）（（
（

。

　

翻
っ
て
、
同
様
に
日
本
法
に
関
し
て
も
、
憲
法
二
四
条
二
項
に
基
づ
け
ば
、
夫
婦
財
産
関
係
法
が
夫
婦
の
平
等
に
立
脚
す
べ
き
こ

と
が
要
請
さ
れ
る
が
、
夫
婦
財
産
の
平
等
な
分
割
・
分
配
の
観
点
に
立
っ
た
法
制
度
は
実
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
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今
一
度
検
証
し
、
法
改
正
を
も
視
野
に
入
れ
た
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

二　

日
本
法
の
制
定
過
程
に
見
る
夫
婦
財
産
の
分
配

１　

現
行
法
の
成
立
以
前
の
状
況

　

現
行
法
は
夫
婦
財
産
制
の
規
定
の
中
で
、
法
定
財
産
制
と
し
て
民
法
七
六
二
条
が
、
夫
婦
財
産
の
帰
属
を
定
め
て
い
る
が
、
婚
姻

中
取
得
し
た
財
産
の
分
割
に
関
す
る
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
日
本
法
は
こ
の
点
を
顧
み
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
、

明
治
以
降
の
民
法
典
編
纂
過
程
の
概
観
を
含
め
て
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
お
く）（（
（

。

　
（
１
）　

民
法
典
制
定
ま
で

　

明
治
維
新
以
降
の
早
い
時
期
か
ら
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
施
行
の
民
法
典
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
幾
多

の
民
法
典
編
纂
の
企
て
が
な
さ
れ
、
政
治
体
制
の
安
定
に
至
る
ま
で
は
、
編
纂
作
業
の
担
い
手
に
も
変
遷
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で

夫
婦
財
産
制
の
規
定
、
と
り
わ
け
、
夫
婦
財
産
に
関
す
る
分
配･

分
割
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
と
い
う
点）（（
（

を
中
心
に
見
て
お
く
。

　

明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
四
月
か
ら
司
法
省
明
法
寮
で
開
催
さ
れ
た
民
法
会
議
の
成
果
と
し
て
起
草
さ
れ
た
、
我
が
国
初
の
総
合

的
民
法
典
草
案
で
あ
る
皇
国
民
法
仮
規
則
「
第
六
巻
契
約
編
三
」
に
お
い
て
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
た）（（
（

。
そ
こ
で
は
、

「
夫
婦
タ
ル
時
間
ニ
得
タ
所
ノ
動
産
不
動
産
並
ニ
其
動
産
不
動
産
ヨ
リ
生
ス
ル
所
ノ
利
益
ハ
共
通
財
産
中
ノ
物
ナ
リ
ト
ス
」（
五
九
七

条
以
下
）
と
定
め
、
所
得
共
通
制
を
夫
婦
財
産
制
の
原
則
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
夫
婦
財
産
の
清
算
規
定
も
置
か
れ
た
。
皇
国
民

法
仮
規
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
模
倣
し
た
と
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
法
定
財
産
制
は
動
産
所
得

共
通
制
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
共
通
財
産
の
範
囲
が
よ
り
制
限
的
と
な
る
所
得
共
通
制
を
採
用
し
た
理
由
は
明
確
で
は
な
い）（（
（

。
そ
の

後
、
左
院
で
続
け
ら
れ
た
民
法
典
の
審
議
の
結
果
、
明
治
六
年
後
半
か
ら
七
年
前
半
に
か
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
左
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院
民
法
草
案
の
中
に
、
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
規
定
は
見
ら
れ
な
い
が
、
婚
姻
法
草
案
の
部
分
に
お
い
て
、
離
婚
（
離
縁
の
語
を
使

用
）
に
関
し
て
、「
夫
ト
財
産
ヲ
共
通
シ
タ
ル
婦
ハ
離
縁
訴
訟
ノ
原
告
被
告
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
其
訴
ヲ
為
セ
シ
日
ヨ
リ
訴
訟
中
何
時
ニ

テ
モ
財
産
ノ
権
ヲ
保
護
ス
ヘ
キ
タ
メ
共
通
ノ
動
産
ニ
封
印
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
訴
フ
ル
ヲ
得
可
シ
」（
五
〇
条
）
と
定
め
、（
法
定･

約
定
）

共
通
制
を
前
提
と
す
る
よ
う
な
妻
の
財
産
権
保
護
を
定
め
、「
訴
訟
上
ノ
離
縁
ノ
言
渡
ヲ
受
ケ
シ
夫
婿
養
子
又
ハ
婦
ハ
現
存
自
己
ノ

所
有
ト
定
マ
リ
シ
財
産
ハ
保
有
ス
可
シ
ト
雖
モ
若
シ
其
財
産
久
ク
共
通
シ
テ
区
別
シ
難
キ
ト
キ
ハ
財
産
全
部
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
受
ル
コ

ト
ヲ
得
ベ
シ
」（
五
七
条
）
と
す
る
夫
婦
財
産
の
清
算
類
似
の
規
定
が
定
め
ら
れ
た）（（
（

。

　

左
院
廃
止
後
、
司
法
省
に
お
い
て
、
明
治
九
年
か
ら
一
一
年
に
か
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
影
響
を
強
く
受
け
た
明
治
一
一
年
民

法
草
案
が
編
纂
さ
れ
、
再
び
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
規
定
が
第
三
編
「
財
産
所
有
権
ヲ
得
ル
方
法
」
の
第
五
巻
「
婚
姻
ノ
契
約
」
に

置
か
れ
、
法
定
財
産
制
と
し
て
、
今
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
と
同
様
に
動
産
所
得
共
通
制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
し
か
し
、

明
治
一
一
年
草
案
は
翌
明
治
一
二
年
に
は
廃
案
と
な
り
、
明
治
一
三
年
に
元
老
院
に
設
置
さ
れ
た
民
法
編
纂
局
に
お
い
て
、
ボ
ワ
ソ

ナ
ー
ド
の
指
導
の
下
、
改
め
て
民
法
の
編
纂
事
業
が
開
始
し
、
管
轄
部
局
の
変
遷
後
、
明
治
二
〇
年
司
法
省
に
置
か
れ
た
法
律
取
調

委
員
会
に
よ
り
、
明
治
二
一
年
一
〇
月
頃
ま
で
に
は
身
分
法
第
一
草
案
（
人
事
編･

獲
得
編
第
二
部
）
が
起
草
さ
れ
た
。

　

身
分
法
第
一
草
案
は
、
日
本
人
に
よ
り
起
草
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
も
強
く
、
獲
得
編
第
二
部
「
第
三

章
夫
婦
財
産
契
約
（
一
八
三
七
条
以
下
）」
に
お
い
て
、
皇
国
民
法
仮
規
則
と
同
様
、
所
得
共
通
制
が
法
定
財
産
制
と
し
て
採
用
さ
れ

て
い
る
（
一
八
四
二
条
）。
身
分
法
第
一
草
案
に
は
、
そ
の
起
草
理
由
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
理
由
書
が
作
成
さ
れ
て
お
り）（（
（

、
民
法
草

案
獲
得
編
第
二
部
理
由
書
が
法
定
財
産
制
と
し
て
所
得
共
通
制
採
用
の
理
由
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
我

が
国
の
慣
習
と
の
関
係）（（
（

で
、
包
括
共
通
制
に
対
し
て
、「
財
産
全
体
ノ
共
通
ヨ
リ
モ
寧
ロ
分
離
ノ
制
ヲ
採
ル
ノ
慣
習
ニ
近
カ
ラ
ン
」

と
す
る
が
、
完
全
な
財
産
分
離
制
（
別
産
制
）
に
対
し
て
は
、「
元
来
夫
婦
ノ
間
ニ
ハ
分
離
分
別
ス
ル
所
ノ
モ
ノ
ナ
ク
総
テ
合
体
共

同
的
タ
ル
ヘ
シ
ト
ノ
婚
姻
ノ
主
義
ニ
反
ス
ル
」
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
、「
夫
婦
共
ニ
勉
励
シ
テ
財
産
ヲ
得
ル
ニ
当
リ
其
配
分
法
ニ
便
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ナ
ラ
ス
」
と
批
判
し
、
完
全
な
財
産
分
離
制
は
採
ら
ず
、
制
限
的
な
財
産
分
離
＝
所
得
共
通
制
を
採
用
し
た
と
す
る
。
所
得
共
通
制

は
、
夫
婦
各
自
に
「
原
資
ヲ
保
存
シ
所
得
ヲ
以
テ
家
事
ノ
費
用
ヲ
弁
シ
其
有
余
ヲ
以
テ
夫
婦
ノ
共
有
財
産
」
と
す
る
制
度
で
あ
り
、

「
夫
婦
各
自
ノ
所
得
ハ
都
テ
共
通
ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
配
分
上
不
公
平
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
鮮
シ
」
と
す
る
。
配
分
の
問
題
に
関
し
て
は
、

「
夫
婦
各
自
ノ
労
働
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
ハ
其
各
自
ノ
労
働
ヲ
定
量
シ
テ
配
分
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
、
妻
の
家
事
育
児
が
定
量
で

き
な
い
労
働
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
夫
の
有
償
労
働
に
よ
る
金
銭
的
寄
与
に
の
み
基
づ
い
て
婚
姻
中
の
所
得
の
配
分
（
帰
属
）
を
決
定

す
る
こ
と
の
不
公
正
を
指
摘
す
る）（（
（

。
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
に
は
、
共
通
財
産
及
び
妻
の
特
有
財
産
の
管
理
を
夫
に
与
え
る
（
一

八
六
二
条
、
一
八
六
八
条
、
一
八
六
九
条
）
等
の
不
平
等
性
が
見
ら
れ
た
も
の
の
、
夫
婦
財
産
制
の
清
算
と
し
て
、
婚
姻
中
の
夫
婦
の

共
同
成
果
物
の
分
配
を
図
る
こ
と
を
明
確
に
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
分
配
の
平
等
を
め
ぐ
る
非
金
銭
的
寄
与
の
評
価

に
関
す
る
現
代
的
議
論
の
先
取
り
と
な
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
点
で
も
、
民
法
草
案
獲
得
編
第
二
部
は
現
行
法
に
至
る
夫
婦
財
産

制
の
立
法
史
に
お
い
て
特
筆
す
べ
き
存
在
と
し
て
注
目
し
う
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
婚
姻
中
の
所
得
を
夫

婦
の
共
同
成
果
物
と
し
て
分
配
の
平
等
を
図
る
と
す
る
考
え
方
は
消
え
去
り
、
明
治
二
三
年
に
成
立
し
た
旧
民
法
（
財
産
取
得
編
―

相
続
・
贈
与
・
遺
贈
・
夫
婦
財
産
契
約
、
明
治
二
三
年
一
〇
月
六
日
公
布
法
律
九
八
号
）
で
は
、
夫
に
よ
る
管
理
共
通
制
（
別
産･

夫
管
理

制
）
が
法
定
財
産
制
と
さ
れ
て
い
た）（（
（

。

　

こ
の
間
の
事
情
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
明
治
二
一
年
一
〇
月
に
身
分
法
第
一
草
案
（
人
事
編･

獲
得
編
第
二
部
）
は
、

各
方
面
か
ら
の
意
見
を
徴
す
る
た
め
に
送
達
さ
れ
、
全
国
の
裁
判
所
及
び
地
方
官
よ
り
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
中
に
は
、
民

法
草
案
獲
得
編
第
二
部
の
所
得
共
通
制
に
対
し
て
批
判
的
見
解
も
含
ま
れ
て
い
た）（（
（

。
こ
れ
は
大
阪
始
審
裁
判
所
検
事
岩
重
巌
に
よ
る

も
の
で
、
我
が
国
の
女
性
の
実
情
か
ら
「
財
産
ト
シ
テ
視
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
有
セ
サ
ル
婦
女
ヲ
シ
テ
夫
家
ニ
入
ル
ヤ
忽
チ
夫
ノ
特
有
財

産
ヨ
リ
生
ス
ル
所
得
ニ
付
テ
同
等
ノ
権
利
ヲ
有
シ
同
一
ノ
権
利
同
一
ノ
配
分
額
ヲ
受
ケ
サ
シ
ム
ル
ハ
夫
婦
ノ
間
甚
タ
不
公
平
ナ
ル
ノ

処
置
ト
イ
ハ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
、
夫
婦
の
労
働
に
よ
り
生
じ
る
所
得
に
つ
い
て
も
、
妻
は
家
事
育
児
に
従
事
す
る
の
み
で
あ
っ
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て
、
こ
れ
を
夫
の
家
庭
外
で
行
う
労
働
と
同
等
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
妻
の
家
事
労
働
に
基
づ
い
て
夫
の
所
得
に
法
理
上
分

配
を
受
け
る
権
利
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
岩
重
は
、
妻
の
家
事
労
働
を
一
切
評
価
し
な
い
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
所
得
共
通
制
を
維
持
し
た
上
で
、
所
得
の
配
分
を
夫
に
四
分
の
三
、
妻
に
四
分
の
一
を
配
分
す
べ
き
と
し
て
お
り
、
分
配

自
体
に
で
は
な
く
分
配
の
平
等
に
対
し
て
の
み
反
対
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
よ
り
強
く
妻
の
財
産
権
自
体
を
否
定
す
る
意
見
書
が
、
人
事
編
第
四
章
第
八
節
「
婚
姻
ノ
効
力
」
の
規
定
に
関
し
て
盛

岡
始
審
裁
判
所
検
事
中
西
盾
雄
に
よ
り
提
出
さ
れ
た）（（
（

。
中
西
は
、
夫
婦
に
よ
る
婚
姻
費
用
分
担
規
定
（
一
〇
一
条
）
に
対
し
て
、
こ

れ
は
夫
婦
各
自
が
財
産
を
所
有
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
規
定
で
あ
る
が
、「
吾
國
ニ
於
テ
ハ
財
産
ハ
其
家
ニ
属
シ
戸
主
ノ
管
理
ス

ル
所
ニ
シ
テ
各
自
所
有
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
し
て
削
除
を
求
め
、
妻
の
能
力
制
限
規
定
（
一
〇
四
条
）
に
対
し
て
は
、

「
婦
ハ
夫
ニ
支
配
セ
ラ
レ
一
切
夫
ノ
財
産
タ
ル
古
来
慣
習
風
俗
ヲ
存
ス
ヘ
キ
」
と
し
て
、
夫
婦
の
財
産
に
関
す
る
一
切
の
規
定
の
削

除
を
求
め
て
い
る
。
家
に
あ
る
財
産
を
戸
主
の
財
産
と
見
、
ま
た
、
夫
婦
の
財
産
が
あ
る
と
し
て
も
夫
の
財
産
と
す
る
考
え
方
が
強

く
、
妻
の
財
産
権
を
一
切
否
定
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
夫
婦
の
財
産
を
夫
婦
の
協
力
に
よ
る
共
同
成
果
物
と
見
る
身
分
法
第
一
草
案

の
発
想
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。

　
（
２
）　

民
法
典
（
明
治
民
法
）
制
定
以
後

　

法
典
論
争
に
よ
っ
て
旧
民
法
が
施
行
延
期
と
な
り
、
新
た
に
開
始
し
た
編
纂
事
業
の
結
果
、
明
治
三
一
（
一
八
九
八
）
年
施
行
の

民
法
典
が
成
立
し
た
。
民
法
典
は
、
パ
ン
デ
ク
テ
ン
シ
ス
テ
ム
の
採
用
に
よ
る
編
別
構
成
の
変
更
の
結
果
、
家
族
に
関
す
る
規
定
は

第
四
編
親
族
・
第
五
編
相
続
に
ま
と
め
ら
れ
、
夫
婦
財
産
制
の
規
定
は
、
親
族
編
「
婚
姻
」
の
章
に
移
さ
れ
た
が
、
法
定
財
産
制
に

は
旧
民
法
と
同
様
、
管
理
共
通
制
（
別
産
夫
管
理
制
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
（
七
九
八
条
以
下
）。
管
理
共
通
制
の
採
用
理
由
に
つ
い

て
起
草
委
員
で
あ
っ
た
梅
謙
次
郎
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）（（
（

。「
此
ノ
制
度
ハ
我
邦
ノ
慣
習
ニ
適
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
餘
程
夫

婦
ノ
関
係
上
カ
ラ
見
テ
適
當
ナ
制
度
ノ
ヤ
ウ
ニ
考
ヘ
マ
ス
何
ゼ
カ
ト
云
ウ
ト
財
産
上
ニ
於
テ
ハ
幾
ラ
夫
婦
デ
ア
ル
カ
ラ
ト
言
ツ
テ
モ
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夫
ノ
物
ハ
夫
ノ
物
妻
ノ
物
ハ
妻
ノ
物
ト
ナ
ル
ト
云
ウ
コ
ト
ハ
今
日
デ
ハ
必
要
デ
ア
ル
ト
思
フ
」
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
別
々
に
扱
う

の
は
お
も
し
ろ
く
な
い
か
ら
、
管
理
を
一
緒
に
す
る
と
い
う
の
が
慣
習
上
の
一
般
世
論
に
も
一
致
す
る
と
す
る
。
所
得
共
通
制
を
採

用
し
な
か
っ
た
点
は
、「
幾
ラ
所
得
デ
モ
面
倒
ノ
起
ル
コ
ト
ハ
一
般
ノ
共
通
制
ト
同
ジ
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
た
。
旧

民
法
と
は
異
な
り
、
妻
（
ま
た
は
入
夫
）
が
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
財
産
だ
け
で
は
な
く
、「
婚
姻
中
自
己
ノ
名
ニ
於
テ
得
タ
ル
財
産
」

も
特
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
（
八
〇
七
条
）
点
は
、
妻
の
財
産
上
の
独
立
性
を
認
め
た
こ
と
に
は
な
る
が
、
旧
民
法
同
様
、

婚
姻
中
の
所
得
を
夫
婦
の
共
同
成
果
物
と
し
て
分
配
す
る
と
い
う
発
想
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
、
旧
民
法
で
は
、
妻
の
特
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
な
い
財
産
は
夫
に
帰
属
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
点
に
対
し
、

こ
れ
は
家
の
中
に
は
夫
の
財
産
と
妻
の
財
産
し
か
な
い
と
す
る
西
洋
的
考
え
方
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
大
抵
親
子
同
居
で
あ
っ
て
、

妻
の
財
産
で
は
な
い
物
が
夫
の
財
産
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
夫
婦
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
財
産
を
、
夫
の
財
産

と
推
定
す
る
規
定
に
改
め
た
と
す
る）（（
（

。
家
の
中
に
あ
る
財
産
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
も
夫
婦
の
み
に
属
す
る
財
産
と
し
て
夫
婦
財
産
の

独
立
性
を
認
め
る
考
え
方
自
体
が
稀
薄
で
あ
り
、
こ
の
点
は
、
後
に
現
行
法
の
制
定
過
程
で
、
七
六
八
条
財
産
分
与
規
定
に
関
し
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
が
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
得
た
財
産
の
分
割
基
準
と
し
て
二
分
の
一
と
す
る
こ
と
を
明
記
す
る
よ
う
要
求
し
た
の
に
対
し
、

司
法
省
側
が
、
こ
れ
に
抵
抗
し
た
理
由
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る）（（
（

。

　

大
正
期
に
入
り
、「
現
行
民
法
中
我
国
古
来
ノ
淳
風
美
俗
ニ
副
ハ
ザ
ル
モ
ノ
」
を
改
正
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
大
正
八
（
一
九
一

九
）
年
に
臨
時
法
制
審
議
会
に
よ
る
民
法
改
正
の
検
討
が
始
ま
っ
た
。
審
議
の
結
果
、
大
正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
「
民
法
親
族
編

中
改
正
要
綱
」
が
決
議
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
要
綱
一
四　

妻
ノ
無
能
力
及
ビ
夫
婦
財
産
制
」
が
妻
の
無
能
力
及
び
夫
婦
財
産
制
に
関

す
る
規
定
を
削
除
し
、
こ
れ
に
代
わ
る
規
定
を
「
婚
姻
ノ
効
力
」
の
下
に
定
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
夫
婦
財
産
制
の
規
定
の

削
除
の
理
由
は
、
夫
婦
財
産
制
の
規
定
が
、
主
に
外
国
法
の
模
倣
で
あ
り
、
我
が
国
の
国
情
に
合
わ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た）（（
（

が
、

夫
婦
財
産
制
の
規
定
の
削
除
は
、
夫
婦
財
産
契
約
の
廃
止
と
、
す
べ
て
の
夫
婦
に
つ
き
、
財
産
の
各
自
へ
の
帰
属
と
、
管
理
・
利
用
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一
切
を
別
々
に
す
る
完
全
別
産
制
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る）（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
所
得
共
通
制
を
内
容
と
す
る
夫
婦
財
産
契

約
締
結
に
よ
っ
て
夫
婦
財
産
の
分
配
を
実
現
す
る
と
い
っ
た
こ
と
さ
え
絶
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２　

現
行
法
の
成
立

　

日
本
国
憲
法
の
基
本
原
則
（
憲
法
一
三
・
一
四
・
二
四
条
）
に
基
づ
き
明
治
民
法
（
親
族
・
相
続
編
）
の
改
正
が
要
請
さ
れ
、
昭
和

二
二
（
一
九
四
七
）
年
に
誕
生
し
た
現
行
法
に
お
い
て
は
、「
第
四
編
第
二
章
第
三
節
夫
婦
財
産
制
」
と
し
て
、
夫
婦
財
産
契
約）（（
（

と

法
定
財
産
制
の
規
定
が
残
さ
れ
た
。
法
定
財
産
制
に
関
し
て
は
、
従
来
の
管
理
共
通
制
が
妻
の
財
産
に
対
す
る
夫
の
使
用
収
益
権
、

管
理
権
の
規
定
等
を
含
む
複
雑
且
つ
不
平
等
な
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
応
急
的
に
夫
婦
の
平
等
に
明
確
に
反
す
る
規
定
を
廃
止

す
る
方
向
で
の
改
正
が
行
わ
れ
た）（（
（

。
し
か
し
、
七
六
二
条
は
夫
婦
各
自
へ
の
個
人
的
財
産
帰
属
を
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
法

定
財
産
制
に
お
い
て
夫
婦
財
産
の
分
配
を
実
現
す
る
規
定
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
民
法
改
正
の
た
め
の
法
律
案
の
制
定
過
程）（（
（

及
び
法
律
案
の
国
会
審
議）（（
（

に
お
い
て
は
、
特
に
女
性
委
員
か
ら
、
夫
婦
が
協
力
し
て
作
り
上
げ
た
財
産
を
共
有
財
産
と
す
べ
き
と
の

意
見
が
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
民
法
改
正
案
の
起
草
委
員
か
ら
、
婚
姻
中
に
得
た
財
産
を
夫
婦
の
共
有
と
す

る
共
有
財
産
制
を
採
っ
た
場
合
、
共
有
財
産
の
管
理
を
誰
に
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
、
ま
た
、
夫
の
事
業
に
よ
る
債
務
に
つ
い

て
妻
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
妻
の
保
護
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
別
産
制
を
採
用
す
る
の
が
最
も
良
い
と

説
明
さ
れ
た
。
な
お
、
夫
婦
の
間
の
財
産
は
、
二
人
の
協
力
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
と
の
趣
旨
は
、「
夫
婦
わ
か
れ
に
な
る
場
合
に

は
、
財
産
分
与
に
よ
っ
て
、
あ
る
一
種
の
財
産
の
分
割
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
認
め
て
い
こ
う
、
ま
た
夫
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、

妻
が
必
ず
相
続
人
に
な
っ
て
、
そ
の
三
分
の
一
の
相
続
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
示
し
た
と
さ
れ
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
夫
婦
財
産
の

分
配
の
実
現
は
、
現
行
法
の
成
立
当
初
か
ら
、
夫
婦
財
産
制
の
枠
外
に
あ
る
離
婚
の
際
の
財
産
分
与
、
及
び
、
夫
婦
一
方
の
死
亡
の

際
の
配
偶
者
相
続
権
に
よ
っ
て
図
ら
れ
た
が
、
明
確
に
夫
婦
財
産
の
平
等
な
分
配
を
意
図
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
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七
六
八
条
の
財
産
分
与
規
定
の
新
設
に
関
し
て
は
、
改
正
の
原
案
と
な
っ
た
Ｂ
班
幹
事
（
堀
内
信
之
助
・
来
栖
三
郎
）
案
で
は
、

「
第
八
離
婚
に
よ
る
扶
養
義
務
」
の
項
目
に
お
い
て
、「
離
婚
し
た
る
者
の
一
方
は
相
手
方
に
対
し
相
当
の
生
計
を
維
持
す
る
に
足
る

べ
き
財
産
の
分
与
を
請
求
す
る
こ
と
を
得
る
も
の
と
し
、
此
の
財
産
の
分
与
に
付
て
は
裁
判
所
は
当
事
者
双
方
の
資
力
其
の
他
一
切

の
事
情
を
斟
酌
し
て
分
与
を
為
さ
し
む
べ
き
や
否
や
並
び
に
分
与
の
額
及
び
方
法
を
定
む
る
こ
と
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
、
当
初
は

項
目
見
出
し
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
離
婚
後
扶
養
の
性
格
が
強
い
も
の
で
あ
り
、
夫
婦
財
産
の
分
配
と
の
考
え
方
は
見
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、「
相
当
の
生
計
を
維
持
す
る
に
足
る
べ
き
財
産
の
分
与
」
と
の
表
現
が
「
相
当
の
財
産
の
分
与
」
に
改
め
ら
れ
た
が
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
折
衝
の
際
に
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
が
、「
相
当
の
」
と
い
う
表
現
に
対
し
、
財
産
分
与
の
判
断
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
を

求
め
、
夫
婦
が
協
力
に
よ
っ
て
得
た
財
産
を
半
々
に
分
け
る
と
い
う
原
則
を
規
定
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
強
調
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
日
本
側
（
司
法
省
）
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
親
子
兄
弟
同
居
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
夫
婦
だ
け
の
協
力
で

得
た
財
産
と
い
っ
た
区
別
が
難
し
い
こ
と）（（
（

、
ま
た
、
半
分
に
分
け
る
と
い
う
基
準
を
立
て
る
よ
り
も
、
裁
判
官
の
裁
量
に
委
ね
た
方

が
実
際
に
応
じ
た
適
用
が
で
き
る
と
し
て
抵
抗
を
示
し
た）（（
（

。
そ
の
後
、
現
行
七
六
八
条
の
文
言
通
り
、「
相
当
の
」
と
い
う
語
が
削

除
さ
れ
、「
当
事
者
双
方
の
資
力
」
か
ら
「
双
方
が
そ
の
協
力
に
よ
っ
て
得
た
財
産
」
と
い
う
表
現
に
変
え
ら
れ
、
財
産
分
与
と
夫

婦
財
産
の
清
算
・
分
配
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
夫
婦
財
産
の
平
等
な
分
配
の
点
は
明
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

他
方
、
配
偶
者
相
続
権
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
は
常
に
相
続
権
を
有
す
る
と
さ
れ
、
血
族
相
続
人
と
同
順
位
共
同
相
続
人
と
な
る

が
、
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
は
、
当
初
の
幹
事
案
で
は
、
第
一
順
位
の
直
系
卑
属
と
共
に
相
続
人
と
な
る
場
合
、
嫡
出
子
（
一
人

分
）
と
同
じ
と
さ
れ
て
お
り
、
配
偶
者
は
あ
く
ま
で
も
他
の
共
同
相
続
人
（
嫡
出
子
）
と
峻
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
等
し
く
「
相
続

人
」
と
扱
わ
れ
、
そ
の
後
、
直
系
卑
属
と
同
順
位
で
相
続
人
と
な
る
場
合
に
三
分
の
一
と
さ
れ
、
常
に
配
偶
者
の
法
定
相
続
分
は
相

続
財
産
の
一
定
割
合
と
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
そ
の
後
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
り
配
偶
者
相
続

分
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
、
直
系
卑
属
と
同
順
位
で
共
同
相
続
人
と
な
る
場
合
に
二
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
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配
偶
者
相
続
権
に
関
し
て
は
、
被
相
続
人
た
る
配
偶
者
の
遺
産
（
相
続
財
産
）
に
対
す
る
取
得
分
と
し
て
の
多
寡
の
問
題
に
帰
着
し
、

こ
こ
で
も
直
接
的
に
は
夫
婦
財
産
の
分
配
の
問
題
と
は
切
断
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
死
別
の
場
合
の
配
偶
者
相
続
に
関
し
て
は
、

離
婚
の
場
合
に
夫
婦
間
で
の
夫
婦
財
産
の
公
平
な
分
配
が
問
題
と
な
る
の
と
は
状
況
が
異
な
り
、
相
続
人
の
間
で
の
種
々
の
要
素
を

考
慮
に
入
れ
た
対
応
も
必
要
と
な
る）（（
（

。

三　

現
行
法
の
枠
内
に
お
け
る
夫
婦
財
産
の
分
配

１　

法
定
財
産
制
（
七
六
二
条
）
の
解
釈
論）（（
（

と
夫
婦
財
産
の
分
配

　
（
１
）　

別
産
制
説

　

現
行
七
六
二
条
の
立
法
趣
旨
か
ら
は
、
夫
婦
の
平
等
と
独
立
性
の
尊
重
の
観
点
か
ら
明
治
民
法
の
管
理
共
通
制
（
別
産
夫
管
理
制
）

を
別
産
制
に
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
通
説
は
、
七
六
二
条
が
別
産
制
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
解
し
て
い

る
。
そ
こ
で
、
七
六
二
条
一
項
に
つ
い
て
は
、
夫
婦
各
自
が
婚
姻
前
に
所
有
し
て
い
た
財
産
だ
け
で
は
な
く
、
婚
姻
中
に
、「
自
己

の
名
で
取
得
し
た
財
産
」
＝
一
般
財
産
法
上
の
主
体
名
義
人
と
し
て
取
得
し
た
財
産
が
特
有
財
産
（
夫
婦
各
自
に
帰
属
す
る
個
人
財

産
）
と
な
る
と
す
る
夫
婦
財
産
の
個
人
帰
属
の
原
則
を
定
め
、
二
項
は
、
当
該
財
産
が
一
項
に
基
づ
く
夫
あ
る
い
は
妻
の
特
有
財
産

で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
な
い
場
合
の
、
単
な
る
証
拠
法
上
の
共
有
推
定
規
定
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
別
産
制
説
は
、
夫
婦
間

に
も
財
産
法
の
論
理
を
貫
徹
さ
せ
、
夫
婦
を
独
立
し
た
法
主
体
間
の
関
係
と
見
る
も
の
で
あ
る
。
別
産
制
説
に
よ
れ
ば
、
夫
婦
の
平

等
の
観
点
は
こ
の
独
立
し
た
法
主
体
性
の
承
認
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
婚
姻
に
よ
る
共
同
成
果
物
の
分
配
を
要
請
す
る

も
の
と
は
捉
え
ら
れ
な
い
。
婚
姻
解
消
時
に
も
、
夫
婦
財
産
固
有
の
清
算
の
問
題
は
生
じ
な
い
た
め
、
夫
婦
財
産
の
分
配
の
問
題
は
、

夫
婦
財
産
制
の
枠
外
の
制
度
に
委
ね
ら
れ
る
と
見
る
こ
と
に
な
る
。
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判
例
も
、
七
六
二
条
が
憲
法
二
四
条
に
基
づ
く
夫
婦
平
等
に
違
反
す
る
か
の
点
が
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
最
大

判
昭
和
三
六
年
九
月
六
日
（
民
集
一
五
巻
八
号
二
〇
四
七
頁
）
は
、
七
六
二
条
が
別
産
制
の
規
定
で
あ
る
と
の
理
解
の
下
、「
配
偶
者

の
一
方
の
財
産
取
得
に
対
し
て
は
他
方
が
常
に
協
力
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
民
法
に
は
、
別
に
財
産
分
与
請
求
権
、
相

続
権
な
い
し
扶
養
請
求
権
等
の
権
利
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
右
夫
婦
相
互
の
協
力
、
寄
与
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
に
お
い
て
夫
婦
間
に
実
質
上
の
不
平
等
が
生
じ
な
い
よ
う
立
法
上
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。」
と
し
て
、
夫
婦
財
産
制
に
お
け
る
夫
婦
の
平
等
は
、
法
主
体
と
し
て
の
平
等
の
承
認
に
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
夫
婦
財
産

制
の
枠
外
で
、
離
婚
あ
る
い
は
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
時
に
、
財
産
分
与
請
求
権
や
配
偶
者
相
続
権
と
い
う
法
形
式
で
の
夫
婦
財
産

の
清
算
シ
ス
テ
ム
が
、
実
質
的
平
等
の
担
保
と
な
る
と
位
置
づ
け
る
。
但
し
、
下
級
審
裁
判
例
の
中
に
は
、
次
の
有
力
説
の
影
響
を

受
け
た
も
の
が
あ
り
、
夫
婦
間
の
内
部
関
係
で
は
、
婚
姻
継
続
中
に
お
い
て
も
、
夫
婦
の
協
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
は
、
夫
婦

一
方
名
義
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
夫
婦
の
共
有
財
産
と
判
断
し
、
所
有
権
（
共
有
持
分
権
）
確
認
等
を
認
め
て
い
る）（（
（

。

　
（
２
）　

共
有
財
産
の
範
囲
拡
大
説

　

婚
姻
関
係
が
個
人
的
財
産
法
の
原
理
に
一
定
の
修
正
を
も
た
ら
す
と
考
え
、
七
六
二
条
二
項
は
、
そ
の
た
め
に
置
か
れ
た
、
実
体

法
的
意
義
を
有
す
る
規
定
と
解
す
る
立
場
で
あ
り
、
こ
れ
に
も
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。
第
一
に
、
財
産
取
得
の
レ
ベ
ル
で
捉

え
る
見
解
で
あ
り
、
第
二
に
、
財
産
の
充
当
・
蓄
積
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
見
解
で
あ
る
。

　

①
実
質
的
共
有
説
（
種
類
別
帰
属
説
）　　

七
六
二
条
一
項
は
別
産
制
の
原
則
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
二
項
の
共
有
推
定
は
単

な
る
証
拠
法
上
の
規
定
で
は
な
く
実
体
法
上
の
意
味
を
持
つ
と
す
る
の
が
、
我
妻
説）（（
（

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
七
六
二
条
二
項
は
、

婚
姻
中
に
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
財
産
を
実
質
的
に
は
夫
婦
の
共
有
に
属
す
る
も
の
と
推
定
す
る
規
定
と
解
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
婚
姻
関
係
は
、
財
産
取
得
の
実
質
＝
「
夫
婦
の
協
力
に
よ
る
取
得
」
を
介
し
て
、
財
産
帰
属
に
反
映
さ
れ
る
。

我
妻
説
で
は
、
夫
婦
の
財
産
を
、
第
一
種
の
名
義
実
質
と
も
に
夫
婦
各
自
の
個
人
財
産
（
婚
姻
前
か
ら
の
所
有
財
産
、
婚
姻
中
に
無
償
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取
得
し
た
財
産
が
含
ま
れ
る
）、
第
二
種
の
名
義
実
質
と
も
に
夫
婦
の
共
有
財
産
（
共
同
生
活
に
必
要
な
家
財
・
家
具
な
ど
を
含
む
）、
第

三
種
の
名
義
は
一
方
に
属
す
る
が
実
質
的
に
は
共
有
に
属
す
る
財
産
（
婚
姻
中
に
夫
婦
が
協
力
し
て
取
得
し
た
不
動
産
、
預
金
、
株
券
な

ど
が
含
ま
れ
る
）
に
区
別
し
、
第
三
種
の
財
産
に
対
し
て
、
七
六
二
条
二
項
の
共
有
推
定
が
実
質
的
意
味
を
持
つ
と
す
る
。
但
し
、

共
有
推
定
は
夫
婦
の
対
外
関
係
に
お
い
て
は
、
登
記
名
義
な
ど
が
夫
婦
一
方
に
あ
る
こ
と
に
よ
り
破
れ
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

第
三
者
と
の
関
係
で
は
名
義
人
に
管
理
権
限
が
あ
り
、
ま
た
、
名
義
人
の
責
任
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

我
妻
説
は
、
離
婚
及
び
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
に
、
第
二
種
財
産
だ
け
で
は
な
く
第
三
種
財
産
に
つ
い
て
も
共
有
持
分
権
の

主
張
を
認
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
す
で
に
触
れ
た
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
我
妻
説
に
立
ち
、
婚
姻
中
、
特
に

破
綻
し
た
夫
婦
間
で
の
共
有
持
分
権
の
確
認
を
認
め
る
も
の
も
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
我
妻
説
は
、
共
同
成
果
物
の
夫
婦
間
で
の
分

配
を
個
々
の
財
産
に
つ
い
て
の
共
有
持
分
権
の
承
認
と
い
う
方
法
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り）（（
（

、
別
産
制
の
枠
内
で
の
個
々

の
財
産
に
つ
い
て
の
共
有
拡
大
と
い
う
法
解
釈
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
夫
婦
財
産
の
ト
ー
タ
ル
な
分
配
を
実
現
す
る
こ
と
に
は
限
界

が
あ
っ
た
が
、
離
婚
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
の
財
産
分
与
に
関
す
る
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
清
算
的
財
産
分
与
の
根
拠
を
説
明
す
る

理
論
的
支
柱
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

②
婚
姻
費
用
と
し
て
拠
出
財
産
共
有
説　
　

夫
婦
財
産
の
分
配
を
拠
出
＝
充
当
財
産
の
概
念
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
立
場

が
存
在
す
る
。
七
六
〇
条
が
婚
姻
共
同
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
、
婚
姻
費
用
の
夫
婦
間
で
の
分
担
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
夫

婦
は
婚
姻
費
用
と
し
て
一
定
の
財
産
を
拠
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
深
谷
説）（（
（

に
よ
れ
ば
、
こ
の
婚
姻
費
用
と
し
て
拠
出
さ
れ
た
財
産

は
七
六
二
条
一
項
に
よ
る
拠
出
し
た
配
偶
者
と
の
帰
属
関
係
を
断
ち
切
ら
れ
て
、
二
項
の
共
有
推
定
に
基
づ
き
夫
婦
の
共
有
に
属
す

る
財
産
と
な
る
と
す
る
。
婚
姻
費
用
と
し
て
の
拠
出
に
よ
り
夫
婦
の
個
人
財
産
は
一
種
の
目
的
財
産
＝
充
当
財
産
と
な
る
点
で
は
、

出
資
に
よ
る
組
合
財
産
類
似
の
捉
え
方）（（
（

と
い
え
る
が
、
拠
出
さ
れ
た
個
別
財
産
に
つ
い
て
、
七
六
二
条
二
項
の
共
有
推
定
が
対
外
関

係
に
お
い
て
は
名
義
に
よ
り
覆
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
我
妻
説
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
立
場
も
、
一
定
の
財
産
を
婚
姻
解
消
時
に
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夫
婦
間
で
分
配
・
清
算
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
対
象
と
な
る
の
は
「
婚
姻
費
用
と
し
て
拠
出
さ
れ
た
財

産
」
の
範
囲
と
い
う
、
よ
り
限
定
的
な
も
の
と
な
る
。
下
級
審
裁
判
例
に
は
、
深
谷
説
に
立
ち
、
預
金
・
国
債
な
ど
の
債
権
類
に
つ

い
て
、
婚
姻
費
用
と
し
て
拠
出
し
た
家
計
剰
余
金
に
よ
る
購
入
と
判
断
し
、
夫
婦
の
共
有
財
産
（
準
共
有
）
と
認
定
し
た
も
の
が
あ

る
）
（（
（

。

　
（
３
）　

別
産
制
と
所
得
共
通
制
の
複
合
形
態
と
考
え
る
説

　

離
婚
の
際
の
財
産
分
与
の
規
定
で
あ
る
七
六
八
条
が
夫
婦
財
産
の
清
算
を
含
む
点
に
着
目
し
、
七
六
八
条
を
夫
婦
財
産
制
の
中
に

位
置
づ
け
た
の
が
有
地
説）（（
（

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
夫
婦
財
産
制
に
関
し
て
、
七
六
二
条
が
夫
婦
財
産
の
帰
属
と
第
三

者
と
の
関
係
を
規
定
す
る
の
に
対
し
、
七
六
八
条
に
よ
っ
て
夫
婦
間
の
婚
姻
中
の
所
得
の
帰
属
が
規
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
完

全
別
産
制
で
は
な
く
、
別
産
制
と
所
得
共
通
制
の
複
合
形
態
を
採
用
し
て
い
る
と
す
る
。（
２
）
共
有
財
産
の
範
囲
拡
大
説
が
、
個

別
財
産
に
つ
い
て
の
「
共
有
」
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
夫
婦
財
産
の
清
算
の
実
現
を
目
指
し
た
の
に
対
し
、
有
地
説
は
、
第
三
者

と
の
関
係
で
は
潜
在
化
し
て
い
る
も
の
の
、
夫
婦
間
に
「
共
通
財
産
」
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
所
得
共
通
制
と
類
似
し
た
、

よ
り
一
般
的
な
夫
婦
財
産
の
清
算
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
七
六
八
条
自
体
は
純
然
た
る
離
婚
時
の
夫
婦
財
産
の
清
算
規
定

と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
扶
養
的
要
素
な
ど
を
含
む
複
合
的
な
離
婚
給
付
の
規
定
と
し
て

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

２　

清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
裁
判
実
務

　

判
例
は
、
す
で
に
触
れ
た
最
大
判
昭
和
三
六
年
九
月
六
日
が
法
定
財
産
制
に
関
す
る
七
六
二
条
を
別
産
制
を
規
定
す
る
も
の
と
解

す
る
一
方
で
、
別
産
制
に
よ
る
と
、
夫
婦
一
方
の
財
産
取
得
に
対
す
る
他
方
の
協
力
が
、
婚
姻
中
の
財
産
の
帰
属
に
お
い
て
直
接
評

価
さ
れ
な
い
点
に
つ
い
て
、
別
に
財
産
分
与
請
求
権
あ
る
い
は
配
偶
者
相
続
権
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
不
平
等
が
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生
じ
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
こ
の
別
産
制
を
補
完
し
て
実
質
的
不
平
等
を
是
正
す
る
と
さ
れ
た
離
婚
の
際
の
財
産
分

与
の
法
的
性
質
に
関
し
て
、
さ
ら
に
、
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
二
三
日
（
民
集
二
五
巻
五
号
八
〇
五
頁
）
は
、「
夫
婦
が
婚
姻
中
に
有

し
て
い
た
実
質
上
共
同
の
財
産
を
清
算
分
配
し
、
か
つ
、
離
婚
後
に
お
け
る
一
方
の
当
事
者
の
生
計
の
維
持
を
は
か
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
」
と
し
、
財
産
分
与
の
中
心
が
清
算
的
要
素
と
扶
養
的
要
素
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
慰
謝
料
的
要
素
を
も
含
み
う
る
と

判
示
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
家
裁
実
務
で
は
、
婚
姻
中
取
得
財
産
は
無
償
取
得
に
よ
る
場
合
を
除
き
、

離
婚
時
に
は
取
得
名
義
人
の
個
人
財
産
と
は
扱
わ
ず
、
夫
婦
の
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
と
し
て
清
算
の
対
象
と
し
て
い
る）（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
の
際
の
遺
産
分
割
実
務
で
は
、
別
産
制
の
原
則
が
貫
徹
し
、
婚
姻
中
に
有
償
取
得
さ
れ
た

財
産
で
あ
っ
て
も
、
取
得
名
義
人
の
遺
産
（
個
人
財
産
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
他
方
配
偶
者
に
は
相
続
権
に
基
づ
い
た
分
配
（
承
継
）

が
認
め
ら
れ
る
。
婚
姻
中
の
夫
婦
財
産
の
帰
属
に
関
す
る
別
産
制
の
原
則
の
意
味
は
、
遺
産
分
割
実
務
と
財
産
分
与
実
務
で
は
異

な
っ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
財
産
分
与
の
中
核
に
あ
る
清
算
的
財
産
分
与
に
関
し
て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
家
裁
実
務）（（
（

の
、
現
時
点

で
の
一
応
の
到
達
点
を
確
認
し
、
別
産
制
の
原
則
と
夫
婦
財
産
の
清
算
と
の
接
合
関
係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
を
分
析
し

て
お
く）（（
（

。

　
（
１
）　

清
算
的
財
産
分
与
の
決
定

　

離
婚
紛
争
と
い
う
典
型
的
な
家
事
事
件
の
中
で
、
審
判
事
項
で
あ
り
、「
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
」（
七
六
八
条
三
項
）
行
う
財

産
分
与
の
決
定
は
、
裁
判
官
の
裁
量
的
判
断
の
余
地
が
大
き
く
、
複
雑
化
、
長
期
化
し
や
す
い
事
件
類
型
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

財
産
分
与
の
中
で
は
、
扶
養
的
要
素
や
慰
謝
料
的
要
素
と
比
較
す
る
と
、
中
核
的
要
素
で
あ
る
清
算
的
要
素
の
決
定
に
は
、
裁
量
的

要
素
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
家
裁
実
務
は
清
算
的
財
産
分
与
の
決
定
に
お
け
る
判
断
内
容
を
精
緻
化
し
、
判
断
プ
ロ
セ
ス
も
明
確
化

さ
れ
て
き
て
い
る
。
家
裁
実
務
は
、
婚
姻
中
の
別
産
制
を
前
提
と
し
つ
つ
、
離
婚
の
際
に
は
婚
姻
中
に
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
取
得
さ

れ
た
財
産
を
実
質
的
共
有
あ
る
い
は
共
同
財
産
と
し
て
、
財
産
分
与
に
よ
り
清
算
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
清
算
的
財
産
分
与
の
決
定
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は
概
ね
次
の
手
順
で
行
わ
れ
る）（（
（

。（
ⅰ
）
清
算
対
象
財
産
の
確
定
・
評
価
、（
ⅱ
）
分
与
割
合
（
寄
与
度
）、
及
び
、
こ
れ
に
基
づ
く

具
体
的
取
得
分
（
額
）
の
決
定
、（
ⅲ
）
分
与
方
法
の
決
定
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
も
、
中
心
は
（
ⅰ
）
清
算
対
象
財
産
の
確

定
・
評
価
で
あ
り
、
当
該
夫
婦
に
と
っ
て
の
婚
姻
に
よ
る
共
同
成
果
物
の
範
囲
を
確
定
し
、
算
定
す
る
作
業
で
あ
る
。

　
（
ⅰ
）　

清
算
的
財
産
分
与
の
対
象
財
産
は
、
婚
姻
中
の
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
財
産
＝
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
で

あ
る
が
、
通
常
の
共
有
財
産
の
よ
う
に
共
有
物
分
割
の
対
象
と
す
る
た
め
で
は
な
く
、
具
体
的
取
得
額
の
算
出
の
た
め
の
計
算
上
の

前
提
と
し
て
、
ま
ず
清
算
対
象
財
産
の
確
定
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
清
算
対
象
と
な
る
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
は
、
基
準
時

に
お
い
て
存
在
す
る
夫
婦
財
産
の
う
ち
、
夫
婦
双
方
の
特
有
財
産
（
各
自
の
個
人
財
産
）
を
除
く
財
産
で
あ
り
、
名
義
が
夫
婦
の
い

ず
れ
に
あ
る
か
は
問
わ
な
い
。
分
与
対
象
財
産
確
定
の
た
め
の
基
準
時
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
も
の
の
、
学
説）（（
（

で
は
夫
婦
間
の

協
力
関
係
が
止
ん
だ
と
み
な
し
う
る
別
居
時
と
す
る
の
が
有
力
説
で
あ
り
、
実
務
上
も
別
居
時
を
基
準
に
分
与
対
象
財
産
の
確
定
が

な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
特
有
財
産
と
な
る
の
は
、
婚
姻
前
か
ら
有
す
る
財
産
や
、
婚
姻
中
に
各
自
が
相
続
や
贈
与
等
に
よ
り
無
償
取
得
し

た
財
産
で
あ
る
が
、
基
準
時
に
存
在
す
る
夫
婦
財
産
に
つ
い
て）（（
（

、
特
有
財
産
で
あ
る
こ
と
を
主
張
・
立
証
し
な
い
限
り
、
実
質
的
共

同
（
共
有
）
財
産
と
推
定
さ
れ
る
。
特
有
財
産
で
あ
る
か
否
か
は
、
基
準
時
に
存
在
す
る
財
産
に
つ
い
て
、
実
質
的
共
同
財
産
と
の

分
別
の
た
め
に
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
婚
姻
時
に
は
存
在
し
た
財
産
で
あ
っ
て
も
、
基
準
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
特
有
財
産

と
し
て
の
認
定
も
な
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
、
婚
姻
中
の
夫
婦
財
産
の
形
成
・
維
持
・
蓄
積
の
過
程
は
流
動
的
で
あ
る
か
ら
、
消
費
さ

れ
や
す
い
預
貯
金
な
ど
に
つ
い
て
は
、
特
有
財
産
と
し
て
の
特
定
性
の
保
持
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
例
え
ば
、
単
純
に

基
準
時
の
預
貯
金
残
高
か
ら
婚
姻
時
の
預
貯
金
額
を
特
有
財
産
で
あ
る
と
し
て
控
除
す
る
扱
い
は
な
さ
れ
な
い
。
但
し
、
婚
姻
中
に

特
有
財
産
を
不
動
産
や
有
価
証
券
等
の
取
得
費
用
に
充
て
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
場
合
は
、
取
得
財
産
が
特
有
財
産
と
認
め
ら
れ
る）（（
（

。

実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
範
囲
は
学
説
に
よ
り
拡
大
さ
れ
、
基
準
時
に
未
だ
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
財
産
、
例
え
ば
、
将
来
取

得
す
る
退
職
金
・
企
業
年
金
・
個
人
年
金
と
い
っ
た
財
産
も
清
算
対
象
に
含
め
る
解
釈
が
有
力
と
な
っ
て
お
り
、
家
裁
実
務
に
お
い
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て
も
同
居
期
間
割
合
に
対
応
し
た
評
価
額
を
基
準
時
に
存
在
す
る
財
産
に
計
上
す
る
扱
い
と
な
っ
て
い
る）（（
（

。

　

債
務
の
扱
い
に
つ
い
て
は
条
文
上
も
明
示
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
七
六
八
条
三
項
に
規
定
さ
れ
る
「
当
事
者
双
方
が
そ
の
協

力
に
よ
っ
て
得
た
財
産
」
は
積
極
財
産
の
み
を
想
定
し
、
財
産
分
与
に
お
い
て
債
務
の
存
在
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
が
清
算
対
象
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
中
夫
婦
一
方
名
義
で
負
担
し
た
債
務
で
あ
っ
て
も
、

当
該
配
偶
者
の
個
人
的
な
利
益
を
目
的
と
し
た
債
務
を
除
き
、
実
質
的
共
同
の
債
務
と
し
て
清
算
の
対
象
と
な
る
と
し
て
、
具
体
的

に
は
、
実
質
的
共
同
（
共
有
）
積
極
財
産
か
ら
債
務
額
を
控
除
す
る
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　
（
ⅱ
）　

分
与
割
合
（
寄
与
度
）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
五
（
一
九
八
〇
）
年
の
相
続
法
改
正
に
よ
る
配
偶
者
法
定
相
続
分
の
引
き

上
げ
、
及
び
、
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
民
法
改
正
案
要
綱
で
は
、
七
六
八
条
三
項
の
改
正
案
に
お
い
て
「
各
当
事
者
の
寄
与
の
程

度
は
、
そ
の
異
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は
、
等
し
い
も
の
と
す
る
」
と
の
、
い
わ
ゆ
る
二
分
の
一
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
た

こ
と
か
ら
、
実
務
上
は
寄
与
度
説
を
前
提
と
は
し
て
も
、
原
則
と
し
て
二
分
の
一
と
見
る
考
え
方
が
定
着
し
て
い
る）（（
（

。
そ
こ
で
、
財

産
分
与
に
よ
る
夫
婦
各
自
の
具
体
的
取
得
額
は
、
分
与
の
対
象
と
な
る
実
質
的
共
同
財
産
に
つ
い
て
、
裁
判
時
（
口
頭
弁
論
終
結
時

ま
た
は
審
判
時
）
を
評
価
基
準
時
と
し
た
評
価
額
を
算
出
し
、
原
則
的
に
こ
れ
の
二
分
の
一
の
額
と
な
る
。

　
（
ⅲ
）　

分
与
方
法
に
関
し
て
も
、
七
六
八
条
三
項
が
裁
判
官
の
裁
量
的
判
断
に
委
ね
て
お
り
、
実
務
上
は
清
算
的
要
素
だ
け
で
は

な
く
、
扶
養
的
要
素
、
さ
ら
に
は
慰
謝
料
的
要
素
を
も
考
慮
の
上
、
分
与
方
法
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
清
算
的
財
産

分
与
の
方
法
と
し
て
は
、
通
常
は
、
具
体
的
取
得
額
に
応
じ
た
金
銭
に
よ
る
分
与
が
行
わ
れ
る
。
但
し
、
夫
婦
一
方
の
名
義
と
は

な
っ
て
い
る
が
、
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
に
含
ま
れ
る
不
動
産
等
の
現
物
を
他
方
に
分
与
し
た
り
、
他
方
の
た
め
に
不
動
産
に

利
用
権
を
設
定
す
る
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
も
あ
る
（
家
事
事
件
手
続
一
五
四
条
二
項
）。

　
（
２
）　

清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
実
務
の
分
析

　

家
裁
実
務
は
、
離
婚
の
際
の
清
算
的
財
産
分
与
の
場
面
に
お
い
て
は
、「
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
」
の
観
念
を
夫
婦
の
共
同



20

法学研究 88 巻 3 号（2015：3）

成
果
物
を
示
す
キ
ー
概
念
と
し
、
こ
れ
を
清
算
対
象
と
す
る
が
、
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
観
念
に
よ
っ
て
も
、
婚
姻
中
に
取

得
さ
れ
た
財
産
の
帰
属
は
売
買
な
ど
の
法
律
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
す
る
、
別
産
制
の
原
則
に
基
づ
く
夫
婦
財
産
制
の
枠
組
み
自

体
に
対
し
、
変
更
を
も
た
ら
す
意
図
ま
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
観
念
は
、
我
妻
説
の
よ
う
に
婚
姻

中
の
協
力
に
よ
る
取
得
財
産
の
共
有
帰
属
に
基
づ
い
た
共
有
物
分
割
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
夫
婦
財
産
の
公
平
な
分

配
を
保
障
す
る
た
め
に
、
ひ
と
ま
ず
理
論
的
・
計
算
上
の
観
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
範
囲
は
、（
１
）（
ⅰ
）
で
見
た
よ
う
に
、
取
得
名
義
人
で
あ
る
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
に
つ
い
て
、

清
算
基
準
時
（
別
居
時
）
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
別
居
時
に
存
在
す
る
夫
名
義
の
財
産
Ａ
に
は
（
夫
名
義
の
）
実
質

的
共
同
（
共
有
）
財
産
Ｂ
と
夫
名
義
の
特
有
財
産
Ｃ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
夫
名
義
の
財
産
に
つ
い
て
の
実
質
的
共
同

財
産
Ｂ
は
、
別
居
時
財
産
Ａ
か
ら
特
有
財
産
Ｃ
を
控
除
し
た
も
の
で
あ
る
（
Ｂ
＝
Ａ

−

Ｃ
）。
同
様
に
妻
名
義
の
別
居
時
財
産
に
つ
い

て
も
、（
妻
名
義
の
）
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
ｂ
は
別
居
時
財
産
ａ
か
ら
妻
の
特
有
財
産
ｃ
を
控
除
し
た
ｂ
＝
ａ

−

ｃ
と
な
る
。

但
し
、
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
算
出
と
い
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
法
の
付
加
利
得
共
通
制
（
剰
余
共
同
制
）
の
よ
う
に
、
婚
姻
終

了
時
の
終
局
財
産
額
か
ら
、
婚
姻
開
始
時
の
当
初
財
産
額
の
差
し
引
き
計
算
を
行
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ス
イ
ス
法
の
所
得

参
与
制
（Participation aux acquêts 

瑞
西
民
一
九
六
条
以
下）
（（
（

）
に
お
い
て
、
制
度
解
消
時
の
夫
婦
各
自
の
財
産
を
そ
れ
ぞ
れ
所
得

と
固
有
財
産
と
に
分
離
し
（
民
二
〇
七
条
一
項
）、
所
得
に
つ
い
て
そ
の
負
担
と
な
る
債
務
を
控
除
し
た
（
民
二
一
〇
条
）
上
で）（（
（

、
共

同
成
果
物
（le bénéfice

）
と
し
て
債
権
的
に
分
配
さ
れ
る
（
民
二
一
五
条
）
シ
ス
テ
ム
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
清
算
的
財
産

分
与
に
関
す
る
家
裁
実
務
が
ス
イ
ス
法
の
所
得
参
与
制
に
類
似
し
た
発
想
の
も
と
で
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
と
は
い
え
、
所
得
へ
の

参
与
と
い
う
方
法
で
、
夫
婦
の
共
同
成
果
物
の
分
配
を
図
る
た
め
に
詳
細
な
規
定
を
置
く
ス
イ
ス
法
と
は
異
な
り
、
日
本
法
に
は
実

質
的
共
同
財
産
に
関
し
て
、
そ
の
構
成
や
債
務
の
扱
い
を
含
め
て
明
確
な
規
定
は
な
く
、
財
産
分
与
を
定
め
る
七
六
八
条
と
い
う
た

だ
一
箇
条
の
も
と
で
実
務
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
家
裁
実
務
の
積
み
重
ね
を
可
能
に
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し
た
の
が
、
財
産
分
与
の
決
定
を
審
判
事
項
と
す
る
手
続
法
上
の
枠
組
み
で
あ
る
。

　

家
裁
実
務
に
よ
れ
ば
、
財
産
分
与
請
求
権
の
法
的
性
質
は
離
婚
に
よ
っ
て
生
じ
る
一
個
の
債
権
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
内
容
は

協
議
あ
る
い
は
審
判
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ）（（
（

、
財
産
分
与
の
決
定
に
お
い
て
は
、「
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
」

合
理
的
な
分
与
方
法
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、
家
事
事
件
手
続
法
一
五
四
条
二
項
四
号
は
財
産
分
与
に
関
し
て
も
、
金
銭

の
支
払
い
だ
け
で
は
な
く
、
物
の
引
き
渡
し
、
登
記
義
務
の
履
行
と
い
っ
た
具
体
的
な
給
付
を
命
ず
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
そ
の

た
め
、
ス
イ
ス
法
の
所
得
参
与
制
が
婚
姻
中
の
別
産
制
を
原
則
と
し
て
婚
姻
解
消
時
に
行
う
、
債
権
的
権
利
に
よ
る
価
値
的
分
配）（（
（

と

比
べ
る
と
、
同
じ
く
別
産
制
を
前
提
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
清
算
的
財
産
分
与
に
は
裁
量
性
・
柔
軟
性
が
与
え
ら
れ
、
実
質
的
共

同
（
共
有
）
財
産
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
は
し
て
い
る
が）（（
（

、
財
産
分
与
の
給
付
命
令
に
よ
り
（
別
産
制
に
基
づ
い
た
従
前
の
）
所
有
権

帰
属
の
変
更
と
い
っ
た
新
た
な
権
利
関
係
の
形
成
が
行
わ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
清
算
的
財
産
分
与
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
別
産
制
を
原
則
と
す
る
所
得
参
与
制
よ
り
も
さ
ら
に
、
所
得
共
通
制
に
よ
る
共
同
成
果
物
の
分
配
に
類
似
し

た
清
算
の
実
現
を
図
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

離
婚
に
よ
る
婚
姻
の
解
消
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
で
、
清
算
的
財
産
分
与
の
方
法
で
夫
婦
の
共
同
成
果
物
の
分
配
を
保
障
し
て

き
た
実
務
は
、
婚
姻
中
の
財
産
帰
属
に
関
す
る
別
産
制
の
枠
組
み
の
外
に
自
ら
を
位
置
づ
け
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
共
同

（
共
有
）
財
産
の
観
念
を
前
提
に
し
つ
つ
行
わ
れ
る
、
審
判
手
続
に
よ
る
財
産
分
与
の
具
体
的
内
容
形
成
は
、
夫
婦
財
産
制
に
基
づ

く
夫
婦
財
産
の
帰
属
に
関
す
る
実
体
法
上
の
根
拠
の
問
題
と
し
て
、
別
産
制
と
の
接
合
の
明
確
化
の
必
要
性
は
残
る
。

四　

結
び
に
代
え
て

　

昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
民
法
改
正
に
よ
っ
て
実
現
を
見
た
現
行
法
定
財
産
制
で
あ
る
夫
婦
別
産
制
は
、
女
性
差
別
撤
廃
条
約
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一
六
条
に
関
す
る
一
般
勧
告
二
九
号
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
男
性
と
平
等
に
女
性
に
対
し
、
固
有
財
産
（
ま
た
は
非
婚
姻
財
産
）
を

所
有
、
取
得
、
管
理
、
運
用
及
び
享
受
す
る
権
利
の
保
障
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
38
）
の
点
は
実
現
し
て
い
る
が
、
個
人
的
財
産
権
の
保
障

に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
制
度
内
に
お
い
て
、
婚
姻
解
消
時
に
お
け
る
婚
姻
中
に
蓄
積
さ
れ
た
全
財
産
の
分
割
に
関
す
る
当
事

者
間
の
平
等
を
規
定
し
た
り
、
婚
姻
中
の
獲
得
財
産
の
取
得
に
対
す
る
非
金
銭
的
な
寄
与
を
承
認
し
、
婚
姻
解
消
時
の
形
式
的
・
実

質
的
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
非
金
銭
的
寄
与
の
評
価
の
規
定
を
設
け
る
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
（（
・
（（
）
と
い
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
て

は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
現
行
法
制
定
当
初
か
ら
、
婚
姻
中
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
の
分
配
・
分
割
は
、
夫
婦
財
産
制
の
枠
外
で
、
離
婚

時
の
財
産
分
与
、
死
亡
に
よ
る
婚
姻
解
消
時
の
配
偶
者
相
続
権
に
よ
っ
て
保
障
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
配
偶
者
相
続

権
の
根
拠
と
し
て
、
夫
婦
財
産
の
清
算
（
潜
在
的
持
ち
分
の
清
算
）
が
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
死
亡
配
偶
者
の
遺
産
（
個
人
財
産
）

に
対
す
る
一
定
割
合
と
定
め
ら
れ
て
い
る
配
偶
者
相
続
分
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
。

　

他
方
、
離
婚
に
よ
る
財
産
分
与
の
法
的
性
質
に
関
し
て
は
、
清
算
的
要
素
、
扶
養
（
補
償
）
的
要
素
、
さ
ら
に
は
、
慰
謝
料
的
要

素
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
、
財
産
分
与
が
夫
婦
財
産
の
清
算
に
純
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
財
産
分
与
の
中
核
に

は
清
算
的
要
素
が
置
か
れ
て
お
り
、
財
産
分
与
の
決
定
に
関
す
る
家
裁
実
務
も
清
算
的
要
素
を
中
心
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
て
お
り
、

夫
婦
財
産
の
清
算
と
の
関
連
性
は
よ
り
緊
密
で
あ
る
。
但
し
、
実
体
法
レ
ベ
ル
で
見
れ
ば
、
財
産
分
与
の
規
定
は
七
六
八
条
の
み
で

あ
り
、
条
文
内
容
か
ら
は
夫
婦
財
産
の
清
算
プ
ロ
セ
ス
は
明
確
で
は
な
く
、
裁
判
規
範
性
に
乏
し
い
。
む
し
ろ
、
清
算
的
財
産
分
与

に
関
す
る
家
裁
実
務
は
審
判
手
続
の
裁
量
性
に
基
づ
き
、
ま
た
、
遺
産
分
割
類
似
の
手
続
運
用
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
法
レ
ベ

ル
で
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
の
清
算
を
実
現
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
家
裁
実
務
に
よ
る
清
算
的
財
産
分
与
プ
ロ
セ
ス
の
明
確
化

を
是
と
す
る
も
の
の
、
現
実
に
は
、
協
議
離
婚
が
多
数
を
占
め
、
財
産
分
与
の
決
定
も
ま
ず
は
当
事
者
の
協
議
に
委
ね
る
法
構
造
の

も
と
で
は
、
当
事
者
に
対
す
る
よ
り
明
確
な
指
針
が
必
要
で
あ
る
。
夫
婦
財
産
の
清
算
を
実
現
す
る
に
は
そ
れ
を
支
え
る
詳
細
な
規

定
を
必
要
と
し
、
前
記
一
般
勧
告
二
九
号
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
夫
婦
間
の
形
式
的
・
実
質
的
平
等
を
実
現
す
る
た
め
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に
は
明
文
上
の
規
定
が
必
要
と
な
る
。

　

離
婚
に
よ
る
夫
婦
関
係
の
解
消
と
死
亡
解
消
に
共
通
す
る
夫
婦
財
産
の
清
算
の
ベ
ー
ス
と
し
て
、
法
定
夫
婦
財
産
制
の
改
正
を
具

体
的
に
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
現
行
法
定
財
産
制
で
あ
る
別
産
制
を
婚
姻
中
に
お
い
て
は
原
則
と

し
つ
つ
、
婚
姻
解
消
時
に
夫
婦
財
産
の
清
算
を
組
み
込
ん
だ
複
合
的
財
産
制
を
念
頭
に
置
き
、
す
で
に
若
干
の
改
正
提
案
を
行
っ
て

い
る）（（
（

が
、
次
に
、
よ
り
詳
細
に
比
較
法
的
な
検
討
を
深
め
た
上
で
、
我
が
国
に
お
い
て
実
現
可
能
な
具
体
的
改
正
提
案
を
検
討
し
た

い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）　

①
②
③
は
相
互
に
関
連
し
、
①
の
財
産
の
帰
属
に
は
積
極
財
産
だ
け
で
は
な
く
、
消
極
財
産
も
含
め
れ
ば
、
③
は
①
に
含
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
債
務
の
問
題
は
積
極
財
産
と
パ
ラ
レ
ル
に
規
律
さ
れ
る
側
面
と
権
限
の
問
題
に
密
接
に
関
連
す
る
側
面
が
あ
る
。

（
2
）　

広
義
の
夫
婦
財
産
制
に
は
、
夫
婦
の
財
産
関
係
を
夫
婦
間
の
合
意
に
委
ね
る
夫
婦
財
産
契
約
に
関
す
る
規
定
、
夫
婦
財
産
契
約
が
な

い
場
合
の
デ
フ
ォ
ル
ト
ル
ー
ル
と
し
て
の
法
定
財
産
制
の
規
定
、
さ
ら
に
は
、
婚
姻
の
財
産
的
効
果
（
夫
婦
間
の
権
利
義
務
）
の
規
定

（
基
礎
的
財
産
制
）
の
三
つ
が
関
わ
り
、
こ
れ
ら
の
点
も
含
め
れ
ば
、
各
国
法
制
度
の
間
に
は
さ
ら
な
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
。

（
3
）　

一
九
七
三
年
イ
ギ
リ
ス
婚
姻
事
件
法
二
四
・
二
五
条
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド･

ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
（
イ
ギ
リ
ス
法
）
に
関
し
て
は
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
家
族
法
委
員
会
（the Com

m
ission on European Fam

ily Law
 

＝CEFL

）」（http://ceflonline.net/

、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
に
つ

い
て
は
本
稿
五
頁
参
照
）
に
対
す
る
国
別
報
告
書
参
照
（A

nne Barlow
, N
A
T
IO
N
A
L REPO

RT
: EN

GLA
N
D
 &
 W
A
LES 

A
ugust 2008 http://ceflonline.net/w

p-content/uploads/England-Property.pdf

）。
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
に
よ
る
分
類
で
は
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド･

ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
は
、
衡
平
財
産
分
配
制
度
（
裁
判
官
に
よ
る
財
産
分
配
を
伴
う
別
産
制
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン

ド･

ウ
ェ
ー
ル
ズ
法
に
よ
る
離
婚
給
付
に
関
す
る
詳
細
な
紹
介
は
、
鈴
木
真
次
『
離
婚
給
付
の
決
定
基
準
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
二
年
）

八
九
頁
以
下
。

（
（
）　

女
性
差
別
撤
廃
条
約
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
一
六
条
参
照
（M

.A
. Freem

an, C. Chinkin and B. Rudolf, T
he U

N
 Convention 

on T
he Elim

ination of A
ll Form

es of D
iscrim

ination A
gainst W

om
en: A

 Com
m
entary

［M
arsha A

. Freem
an

］
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O
.U
.P., 2012, p.（3（

）。

（
5
）　François T

erré, Philippe Sim
ler, D

roit civil: Les régim
es m

atrim
oniaux, （

e éd, D
alloz, 2011, pp.32s.,

は
、
比
較
法

的
研
究
に
基
づ
け
ば
、
各
国
の
夫
婦
財
産
関
係
法
の
接
近
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
共
通
制
と
別
産
制
の
相
互
浸
透
が
あ
る
こ
と
、
夫
婦
財

産
関
係
法
の
一
般
的
発
展
は
男
女
平
等
の
意
味
で
進
ん
で
き
た
こ
と
、
現
代
法
に
お
い
て
、
平
等
の
観
点
か
ら
、
婚
姻
中
に
実
現
し
た
蓄

え
や
所
得
の
平
等
な
分
割
を
夫
婦
に
保
障
す
る
法
制
度
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

（
（
）　

女
性
差
別
撤
廃
委
員
会
の
一
般
勧
告
二
九
号
に
つ
い
て
は
委
員
会
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.ohchr.org/EN

/
H
RBodies/CED

A
W
/Pages/Recom

m
endations.aspx

）。
な
お
、
一
般
勧
告
二
九
号
の
解
説
と
し
て
、
今
井
雅
子･

国
際
女
性
二

七
号
一
五
七
頁
以
下
が
あ
り
、
翻
訳
に
つ
い
て
は
、
平
野
恵
美
子
・
国
際
女
性
二
七
号
一
四
六
頁
以
下
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
内

閣
府
男
女
共
同
参
画
局
Ｈ
Ｐ
に
も
仮
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（http://w

w
w
.gender.go.jp/international/int_kaigi/int_teppai/

pdf/kankoku2（.pdf
）。

（
（
）　

パ
ラ
グ
ラ
フ
（（
に
お
い
て
、「
婚
姻
解
消
の
際
の
財
産
権
に
関
す
る
形
式
的
及
び
実
質
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
、
締
約
国
に

対
し
て
、
以
下
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
」
と
し
て
、「
カ
ッ
プ
ル
が
利
用
し
う
る
財
産
制
度
（
共
通
制
、
別
産
制
、
複

合
制
）
に
お
け
る
平
等
、
財
産
制
を
選
択
す
る
権
利
、
各
制
度
を
選
択
し
た
場
合
の
影
響
に
つ
い
て
の
理
解
」
に
関
す
る
点
を
挙
げ
て
い

る
。
な
お
、
共
通
制
に
関
し
て
は
、
夫
婦
財
産
の
半
分
が
女
性
の
も
の
と
さ
れ
て
も
、
女
性
に
財
産
の
管
理
権
を
認
め
な
い
法
制
度
が
あ

る
こ
と
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
3（
）、
別
産
制
に
関
し
て
は
婚
姻
中
に
蓄
積
さ
れ
た
財
産
の
分
割
を
認
め
な
い
点
（
パ
ラ
グ
ラ
フ
（（
）
が
問
題
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

二
〇
〇
四
年
の
「
離
婚
及
び
離
婚
後
扶
養
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
原
則
」（
第
一･

第
二
原
則
）、
二
〇
〇
七
年
の
「
親
責
任

に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
原
則
」（
第
三
原
則
）
に
引
き
続
く
第
四
の
原
則
と
し
て
提
案
し
た
（
提
案
内
容
は
、K

atharina Boele-
W
oelki, Frédérique Ferrand, Cristina González-Beilfuss, M

aarit Jänterä-Jareborg, N
igel Low

e, D
ieter M

artiny, 
W
alter Pintens, Principles of European Fam

ily Law
 Regarding Property Relations Betw

een Spouses

（Intersentia, 
2013

）
に
お
い
て
公
表
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
に
よ
る
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
検
討
作
業
の
紹
介
と
し
て
、
松
久
和
彦
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
夫
婦
財
産
制
の
動
向
に
つ
い
て
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
法
委
員
会
（
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
）
の
活
動
の
紹
介
―
」
田
井
義
信
編
『
民
法
学
の

現
在
と
近
未
来
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二
年
）
二
七
二
頁
以
下
、
同
「
Ⅱ
比
較
夫
婦
財
産
法
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
―
」
戸
籍
時
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報
七
〇
九
号
一
七
頁
以
下
参
照
）。
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
は
、
各
国
の
夫
婦
財
産
制
に
つ
い
て
、
所
得
共
通
制
、
所
得
参
与
制
（
剰
余
共
同
制
）、
繰

り
延
べ
共
通
制
、
別
産
制
、
衡
平
財
産
分
配
制
（
裁
判
官
に
よ
る
財
産
分
配
を
伴
う
別
産
制
）
の
五
類
型
に
分
類
し
た
う
え
で
、
法
定
財

産
制
と
し
て
所
得
共
通
制
と
所
得
参
与
制
の
二
つ
を
提
案
し
、
各
国
が
い
ず
れ
か
を
採
用
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

（
（
）　K

atharina Boele-W
oelki et al.

・
注（
8
）・pp.32-3（.

（
10
）　K

atharina Boele-W
oelki et al.

・
注（
8
）・p.（1.

（
11
）　K

atharina Boele-W
oelki et al.

・
注（
8
）・pp.25-2（

、
Ｃ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
は
、
両
制
度
は
、
婚
姻
中
に
取
得
さ
れ
た
財
産
に
限
定
し
て

連
帯
性
を
認
め
る
制
限
的
な
財
産
制
で
あ
り
、
夫
婦
の
個
人
的
自
立
と
連
帯
の
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮
さ
れ
た
も
の
と
評
価
す
る
。

（
12
）　

川
島
武
宣･
利
谷
信
義
「
民
法
（
上
）（
法
体
制
準
備
期
）」
鵜
飼
信
成･

福
島
正
夫･

川
島
武
宣･

辻
清
明
責
任
編
集
『
講
座
日
本

近
代
法
発
達
史
５
』（
勁
草
書
房
、
一
九
五
八
年
）
一
頁
以
下
参
照
。
前
田
達
明
編
『
史
料
民
法
典
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
に
は
、

明
治
以
降
の
民
法
典
編
纂
に
関
わ
る
貴
重
な
史
料
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
有
地
亨
「
夫
婦
財
産
制
に
関
す
る
一
考
察
」
法
政
研
究

三
二
巻
二
―
六
号
五
九
〇
頁
、
近
藤
佳
代
子
「
民
法
編
纂
過
程
に
お
け
る
夫
婦
財
産
関
係
」
法
制
史
研
究
三
九
号
一
五
一
頁
参
照
。
ま
た
、

拙
稿
「
夫
婦
財
産
制
」
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
７
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
九
七
頁
に
お
い
て
も
若
干
の
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

（
13
）　

明
治
以
降
の
配
偶
者
の
寄
与
と
夫
婦
財
産
と
の
関
わ
り
に
関
す
る
検
討
に
は
、
伊
藤
司
「
配
偶
者
の
『
寄
与
』
に
つ
い
て
の
覚
書
」

法
学
六
〇
巻
六
号
一
頁
が
存
在
す
る
。

（
1（
）　

利
谷
信
義
編
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』（
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
七
〇
年
）
九
四
頁
。

（
15
）　

こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
影
響
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、François T

erré, Philippe Sim
ler

・
注（
5
）p.22

に

よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
定
財
産
制
で
あ
る
動
産
所
得
共
通
制
に
対
し
て
二
〇
世
紀
の
初
め
頃
に
は
、
活
発
な
批
判
が
為
さ
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
の
学
説
状
況
は
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
但
し
、
皇
国
民
法
仮
規
則
の
成
立
後
で
は
あ
る
が
、
明
治

七
年
四
月
か
ら
司
法
省
明
法
寮
で
行
わ
れ
た
講
義
（
第
一
二
回
）
に
お
い
て
、
す
で
に
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
定
財
産
制

で
あ
る
動
産･

所
得
共
通
制
に
対
し
批
判
的
見
解
を
述
べ
、
所
得
共
通
制
を
最
も
適
当
な
制
度
と
し
、
日
本
に
お
い
て
も
法
定
制
と
す
る

の
が
相
応
し
い
と
述
べ
て
い
た
（
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
講
述
（
磯
部
四
郎
訳
）『
性
法
講
義
』（
特
別
認
可
私
立
明
治
法
律
学
校
請
法
会
版
、
復

刻
版
）（
宋
文
館
書
店
、
一
九
八
六
年
）
五
五
三
―
五
五
七
頁
、
西
希
代
子
「
遺
留
分
制
度
の
再
検
討
（
八
）」
法
協
一
二
四
巻
九
号
八
二

頁
参
照
）。
ま
た
、
所
得
共
通
制
の
利
点
に
つ
い
て
は
、
婚
姻
前
の
財
産
や
、
婚
姻
中
の
無
償
取
得
財
産
に
つ
い
て
夫
婦
各
自
の
個
人
財
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産
と
す
る
こ
と
に
よ
り
独
立
性
が
守
ら
れ
る
こ
と
、
所
得
に
よ
り
夫
婦
分
担
し
て
生
計
費
を
供
給
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
余
剰
が
貯
蓄

さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
夫
婦
に
対
し
労
働
の
励
み
に
も
な
り
、
ま
た
、
一
方
が
他
方
に
養
わ
れ
る
と
い
っ
た
関
係
に
も
立
た
な
い
こ
と

を
挙
げ
て
お
り
、
夫
婦
の
独
立
性
と
平
等
性
の
観
点
を
示
し
て
い
る
。

（
1（
）　

石
井
良
助
「
左
院
の
民
法
草
案
（
二･

完
）」
国
家
学
会
雑
誌
六
〇
巻
六
号
五
八
―
五
九
頁
、
前
田
編
・
注（
12
）四
七
四
頁
。
但
し
、

五
七
条
の
「
其
財
産
久
ク
共
通
シ
テ
区
別
シ
難
キ
ト
キ
ハ
」
が
、
単
に
事
実
上
の
証
明
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
か
、
共
通
制
を
前
提
と
し

て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
1（
）　

前
田
編
・
注（
12
）五
五
六
頁
以
下
。

（
18
）　

民
法
草
案
理
由
書
は
、
石
井
良
助
編
『
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
法
律
編
下
』（
風
間
書
房
、
一
九
六
〇
年
）
に
所
収
さ
れ
て
い

る
。

（
1（
）　

日
本
の
慣
習
と
の
関
係
で
は
、
夫
が
「
一
身
随
意
ニ
財
産
ヲ
処
置
シ
タ
ル
慣
習
」
が
あ
る
こ
と
を
む
し
ろ
警
戒
し
、
財
産
全
部
を
共

通
に
す
る
制
度
で
は
な
く
、
妻
の
特
有
財
産
（
個
人
財
産
）
を
守
る
財
産
分
別
制
を
採
用
す
る
意
図
が
あ
っ
た
（
石
井
編
・
注（
18
）一
六

一
頁
）。
但
し
、
妻
の
特
有
財
産
の
管
理
権
限
は
夫
に
与
え
ら
れ
て
お
り
（
一
八
六
八
条
）、
処
分
行
為
に
つ
い
て
は
妻
の
承
諾
が
必
要
と

し
て
い
る
（
一
八
六
九
条
）（
石
井
編
・
注（
18
）一
七
〇
頁
）。

（
20
）　

石
井
編
・
注（
18
）一
六
二
頁
。

（
21
）　

旧
民
法
財
産
取
得
編
に
お
い
て
、
法
定
財
産
制
の
規
定
は
、
妻
（
入
夫
）
の
特
有
財
産
の
果
実
及
び
自
己
の
労
力
に
よ
り
得
た
婚
姻

中
の
所
得
は
婚
姻
費
用
と
し
て
相
手
方
配
偶
者
に
帰
属
す
こ
と
（
四
二
六
条
）、
夫
（
女
戸
主
）
は
配
偶
者
の
特
有
財
産
に
用
益
権
を
有

す
る
こ
と
（
四
二
七
条
）、
妻
（
入
夫
）
の
特
有
財
産
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
な
い
財
産
は
夫
（
女
戸
主
）
に
帰
属
す
る
こ
と
（
四
三

五
条
）、
夫
は
妻
の
特
有
財
産
の
管
理
権
を
有
す
る
こ
と
（
四
二
八
条
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
前
田
・
注（
12
）一
〇
九
三
頁
以
下
）。
旧

民
法
に
お
い
て
妻
の
特
有
財
産
の
範
囲
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
元
本
と
し
て
の
婚
姻
時
の
所
有
財
産
と
婚
姻
中
無
償
取
得
財

産
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
妻
の
婚
姻
中
の
所
得
す
ら
夫
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
り
、
婚
姻
中
の
所
得
の
分
配
と
い
う
考
え
方
と
は
ほ
ど
遠

い
。

（
22
）　

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
1（
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
九
年
）
二
八
七
頁
以
下
。

（
23
）　

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
注（
22
）一
八
頁
。
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（
2（
）　

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
６
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
６
』（
商
事
法
務
研
究
会
、

一
九
八
四
年
）
三
二
七
頁
以
下
。

（
25
）　

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
・
注（
2（
）三
五
八
頁
。

（
2（
）　

司
法
省
側
は
、「
日
本
で
は
、
夫
婦
が
親
子
、
兄
弟
等
と
共
同
生
活
を
し
て
協
力
し
て
財
産
を
作
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
半
々
に

分
け
る
の
を
原
則
と
し
て
立
て
る
訳
に
は
行
か
な
い
。」（
民
事
局
参
事
官
室
「
民
法
中
改
正
法
律
案
に
関
す
る
総
司
令
部
政
治
部
係
官
と

の
会
談
録
（
１
）（
完
）」（
民
事
月
報
三
四
巻
三
号
五
四
頁
）、「
日
本
で
は
親
子
兄
弟
同
居
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
さ
よ
う
な
場
合
に
夫

婦
だ
け
の
協
力
で
得
た
財
産
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
実
例
が
あ
る
ま
い
」（
同
民
事
月
報
三
四
巻
六
号
八
九
頁
）
と
繰
り
返

し
述
べ
て
お
り
、
家
族
財
産
か
ら
夫
婦
の
財
産
を
分
離
独
立
し
て
捉
え
る
こ
と
が
困
難
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2（
）　

第
二
〇
回
臨
時
法
制
審
議
会
総
会
に
お
け
る
松
本
烝
治
に
よ
る
説
明
に
よ
る
が
、
具
体
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
（
堀
内
節
編
著

『
続
家
事
審
判
制
度
の
研
究
』（
日
本
比
較
法
研
究
所
、
一
九
七
六
年
）
六
三
〇
頁
）。

（
28
）　

仁
井
田
益
太
郎
は
、
夫
婦
財
産
制
の
規
定
を
削
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
婚
姻
前
・
婚
姻
中
取
得
財
産
を
特
有
財
産
と
す
る
規
定
も
不

要
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
た
（
堀
内
編
著
・
注（
2（
）六
三
一
頁
）。

（
2（
）　

夫
婦
財
産
契
約
が
残
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
削
除
す
る
と
い
う
議
論
も
相
当
あ
っ
た
が
、
今

後
夫
婦
間
が
平
等
に
な
れ
ば
、
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
、
い
ず
れ
根
本
的
な
改
正
の
と
き
に
再
検
討
を
加
え
る
と

い
う
意
味
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
た
（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
「
民
法
改
正
に
関
す
る
国
会
関
係
資
料
」
家
庭
裁
判
所
資
料
三
四
号
四
八
五

頁
）。

（
30
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
・
注（
2（
）一
〇
八
頁
。

（
31
）　

代
表
的
に
は
、
村
岡
花
子
委
員
発
言
（
我
妻
栄
編
『
戦
後
に
お
け
る
民
法
改
正
の
経
過
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
六
年
）
二
五
五

頁
以
下
）、
榊
原
千
代
委
員
発
言
（
同
二
六
九
頁
以
下
）。

（
32
）　

我
妻
栄
編
・
注（
31
）［
奥
野
政
府
委
員
発
言
］
二
六
九
頁
。

（
33
）　

我
妻
栄
編
・
注（
31
）［
奥
野
政
府
委
員
発
言
］
二
六
九
頁
、
同
［
中
川
善
之
助
発
言
］
二
五
七
頁
。

（
3（
）　

注（
2（
）参
照
。

（
35
）　

我
妻
栄
編
・
注（
31
）一
三
七
頁
以
下
。
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（
3（
）　

我
妻
栄
編
・
注（
31
）二
四
頁
以
下
。
伊
藤
・
注（
13
）三
二
頁
以
下
で
、
戦
後
の
民
法
改
正
に
お
い
て
配
偶
者
相
続
権
と
配
偶
者
の
寄

与
の
評
価
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。

（
3（
）　

法
務
省
の
相
続
法
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
検
討
作
業
を
行
っ
て
い
る
（
法
務
省
Ｈ
Ｐ
参
照http://w

w
w
.m
oj.go.jp/shingi1/

shingi0（（001（（.htm
l

）。

（
38
）　

七
六
二
条
の
解
釈
を
め
ぐ
る
学
説
・
判
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
注（
12
）一
〇
四
頁
以
下
で
紹
介
し
た
。

（
3（
）　

裁
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
法
定
財
産
制
」
石
川
稔
他
編
『
家
族
法
改
正
へ
の
課
題
』（
日
本
加
除
出
版
、
一
九
九
三
年
） 

一
三
九
頁
参
照
。

（
（0
）　

我
妻
栄
『
親
族
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
一
〇
二
頁
。
但
し
、
昭
和
二
二
年
の
民
法
改
正
の
立
案
者
で
も
あ
っ
た
我
妻
は
、

改
正
作
業
当
時
に
は
、
七
六
二
条
二
項
の
推
定
に
つ
い
て
、
特
別
な
意
味
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
（
我
妻
編
・
注（
31
）六
二
頁
）。

（
（1
）　

婚
姻
中
夫
婦
の
協
力
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
を
実
質
的
共
有
財
産
と
し
た
裁
判
例
に
は
、
不
動
産
取
得
の
対
価
関
係
に
着
目
し
た
も

の
（
夫
婦
共
働
き
の
場
合
に
つ
き
―
札
幌
高
判
昭
和
六
一
年
六
月
一
九
日
判
タ
六
一
四
号
七
〇
頁
、
金
銭
出
資
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
―

水
戸
地
判
昭
和
五
一
年
二
月
二
五
日
判
タ
三
四
二
号
二
五
〇
頁
）、
夫
婦
の
一
方
が
婚
姻
中
の
他
方
の
協
力
の
下
に
稼
働
し
て
得
た
収
入

で
取
得
し
た
財
産
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
る
も
の
が
あ
る
（
東
京
地
判
平
成
四
年
八
月
二
六
日
家
月
四
五
巻
一
二
号
一
〇
二
頁
）。

（
（2
）　

我
妻
説
に
よ
る
夫
婦
財
産
の
「
共
有
」
の
概
念
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
伊
藤
昌
司
「
判
例
評
釈
」
判
タ
一
一
九
六
号
四
七
頁
が
あ

る
。

（
（3
）　

清
算
的
財
産
分
与
の
根
拠
と
し
て
は
、
我
妻
説
以
外
に
も
、
別
産
制
説
に
立
つ
、
不
当
利
得
説
、
報
酬
請
求
説
、
組
合
説
な
ど
が
あ

る
（
大
津
千
明
『
離
婚
給
付
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
一
二
頁
）
が
、
清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る

判
例
（
最
判
昭
和
四
六
年
七
月
二
三
日
）
の
立
場
は
、
概
ね
我
妻
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
評
価
し
う
る
（
沼
田
幸
雄
「
財
産
分
与
の
対
象

と
基
準
」
野
田
愛
子
＝
梶
村
太
市
編
『
新
家
族
法
実
務
大
系
①
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
四
八
七
頁
）。

（
（（
）　

深
谷
松
男
「
夫
婦
の
協
力
と
夫
婦
財
産
関
係
」
金
沢
法
学
一
二
巻
一
＝
二
号
二
一
八
頁
以
下
。
他
に
婚
姻
費
用
と
し
て
の
拠
出
に
着

目
し
て
い
た
の
が
、
上
野
雅
和
「
夫
婦
財
産
帰
属
の
論
理
」
松
山
商
大
論
集
一
五
巻
二
号
三
七
頁
、
さ
ら
に
、
組
合
的
把
握
を
す
る
の
が
、

人
見
康
子
『
現
代
夫
婦
財
産
法
の
展
開
』（
鳳
舎
、
一
九
七
〇
年
）
二
一
四
―
二
二
四
頁
で
あ
る
。

（
（5
）　

人
見
・
注（
（（
）二
一
四
頁
以
下
参
照
。
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（
（（
）　

共
稼
ぎ
の
場
合
に
つ
き
、
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
月
一
八
日
判
夕
二
六
一
号
三
一
三
頁
、
横
浜
地
判
昭
和
五
二
年
三
月
二
四
日
判

時
八
六
七
号
八
七
頁
、
専
業
主
婦
の
場
合
に
つ
き
、
浦
和
地
川
越
支
判
平
成
元
年
九
月
一
三
日
判
時
一
三
四
八
号
一
二
四
頁
が
あ
る
。

（
（（
）　

有
地
・
注（
12
）六
〇
四
頁
。

（
（8
）　

沼
田
・
注（
（3
）四
八
七
頁
、
山
本
拓
「
清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
実
務
上
の
諸
問
題
」
家
月
六
二
巻
三
号
四
頁
。
な
お
、
松
本
哲

泓
「
財
産
分
与
審
判
の
主
文
に
つ
い
て
」
家
月
六
四
巻
八
号
一
〇
六
頁
は
、「
婚
姻
中
に
夫
婦
の
協
力
に
よ
っ
て
取
得
し
た
財
産
」
が
清

算
の
対
象
と
な
る
と
す
る
が
、
こ
れ
を
「
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
」
と
の
用
語
で
捉
え
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

（
（（
）　

財
産
分
与
に
関
す
る
実
務
家
の
論
考
は
多
数
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
最
近
の
清
算
的
財
産
分
与
に
関
わ
る
論
考
と
し
て
、
沼

田
・
注（
（3
）四
八
四
頁
、
秋
武
憲
一
＝
岡
健
太
郎
編
『
離
婚
調
停
・
離
婚
訴
訟
』［
松
谷
佳
樹
］（
青
林
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）
一
六
四
頁
、

山
本
・
注（
（8
）一
頁
、
松
本
・
注（
（8
）一
〇
六
頁
を
参
照
し
た
。

（
50
）　

拙
稿
「
Ⅰ
法
定
財
産
制
の
見
直
し
―
所
得
参
与
制
の
検
討
を
含
め
て
―
」
戸
籍
時
報
七
〇
九
号
八
頁
以
下
で
も
若
干
の
検
討
を
行
っ

た
。

（
51
）　

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
ス
イ
ス
の
所
得
参
与
制
に
類
似
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
所
得
共
通
制
の
下
で
の
、
共
通

財
産
の
清
算
（
数
額
確
定
と
分
割
）
手
続
に
も
近
似
し
て
い
る
。
所
得
共
通
制
に
お
い
て
も
、
共
通
財
産
の
清
算
は
、
ま
ず
共
通
財
産
の

数
額
確
定
（
夫
・
妻
の
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
に
関
し
て
特
有
財
産
と
の
分
別
計
算
が
行
わ
れ
る
）
が
な
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
額
の
二
分
の
一

を
基
準
に
共
通
財
産
の
分
割
手
続
が
行
わ
れ
る
。

（
52
）　

拙
稿
「
７
６
８
条
」
島
津
一
郎
＝
阿
部
徹
編
『
新
版
注
釈
民
法
�
親
族
⑵
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
二
二
一
頁
。

（
53
）　

東
京
家
庭
裁
判
所
人
訴
部
で
は
、
基
準
時
を
「
一
般
的
に
は
別
居
時
」
と
す
る
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
、
Ｈ
Ｐ
上
で
明
ら
か

に
し
て
い
る
（http://w

w
w
.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/zinzi_soshou/index.htm

l

）。

（
5（
）　

東
京
家
庭
裁
判
所
人
訴
部
で
は
、
婚
姻
関
係
財
産
一
覧
表
の
ひ
な
形
を
用
意
し
、
基
準
時
に
お
い
て
存
在
し
た
資
産
・
負
債
を
原

告
・
被
告
名
義
に
分
け
て
記
載
す
る
よ
う
指
導
し
て
い
る
。
但
し
、
審
判
事
項
の
中
で
も
財
産
分
与
に
関
し
て
は
、
当
事
者
主
義
的
運
用

が
な
さ
れ
て
お
り
、
婚
姻
財
産
の
存
否
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
主
張
・
立
証
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
諸
外
国
で
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

財
産
開
示
の
制
度
が
な
い
た
め
網
羅
的
な
財
産
把
握
は
困
難
で
あ
る
。

（
55
）　

特
有
財
産
が
婚
姻
中
の
不
動
産
取
得
費
用
の
一
部
に
の
み
充
て
ら
れ
た
場
合
は
、
取
得
財
産
を
共
同
財
産
と
扱
い
、
特
有
財
産
に
よ



30

法学研究 88 巻 3 号（2015：3）

る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
寄
与
度
の
点
で
考
慮
す
る
扱
い
も
あ
り
（
山
本
・
注（
（8
）五
頁
）、
家
裁
実
務
の
解
釈
は
分
か
れ
て
い
る
が
、

東
京
家
庭
裁
判
所
人
訴
部
の
現
在
の
扱
い
は
費
用
負
担
に
応
じ
て
割
合
的
に
一
部
特
有
財
産
と
の
認
定
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
5（
）　

公
的
年
金
制
度
に
関
し
て
は
、
す
で
に
年
金
分
割
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
七
年
四
月
合
意
分
割
、
二
〇
〇
八
年
四
月
三

号
分
割
）。
な
お
、
拙
稿
・
注（
52
）二
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
5（
）　

清
算
的
財
産
分
与
に
お
け
る
債
務
の
扱
い
に
関
し
て
は
、
松
谷
佳
樹
「
財
産
分
与
と
債
務
」
判
タ
一
二
六
九
号
五
頁
以
下
。

（
58
）　

二
分
の
一
ル
ー
ル
の
具
体
的
適
用
に
つ
い
て
は
、
沼
田
・
注（
（3
）四
九
八
頁
以
下
、
山
本
・
注（
（8
）三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
5（
）　

ス
イ
ス
民
法
に
つ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
語
条
文
を
参
照
し
た
（http://w

w
w
.adm

in.ch/opc/fr/classified-com
pilation/ 

1（0（00（2/201（0（010000/210.pdf

）。

（
（0
）　

ス
イ
ス
法
で
は
、
債
務
を
控
除
し
た
際
、
赤
字
に
な
る
場
合
は
、
不
足
額
に
つ
い
て
、
他
方
に
参
与
を
求
め
る
こ
と
は
な
い
（
二
一

〇
条
二
項
「
赤
字
は
考
慮
さ
れ
な
い
」）。

（
（1
）　

財
産
分
与
請
求
権
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
裁
判
実
務
は
形
成
説
に
立
つ
（
松
本
・
注（
（8
）一
〇
六
頁
、
最
判
昭
和
五
五
年
七
月
一

一
日
民
集
三
四
巻
四
号
六
二
八
頁
は
、
財
産
分
与
請
求
権
に
基
づ
く
債
権
者
代
位
権
行
使
の
可
否
に
関
す
る
判
断
に
お
い
て
、「
離
婚
に

よ
つ
て
生
ず
る
こ
と
あ
る
べ
き
財
産
分
与
請
求
権
は
、
一
個
の
私
権
た
る
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
協
議
あ
る
い
は
審
判
等
に

よ
つ
て
具
体
的
内
容
が
形
成
さ
れ
る
ま
で
は
、
そ
の
範
囲
及
び
内
容
が
不
確
定
・
不
明
確
で
あ
る
」
と
し
、
債
権
者
代
位
権
の
行
使
を
認

め
な
か
っ
た
。）
が
、
学
説
に
は
、
確
認
説
、
折
衷
説
の
立
場
も
存
在
す
る
（
拙
稿
・
注（
52
）二
三
九
―
二
四
〇
頁
）。

（
（2
）　

た
だ
し
、
ス
イ
ス
民
法
二
一
九
条
は
、
婚
姻
の
死
亡
解
消
の
場
合
に
、
居
住
用
不
動
産
や
家
財
に
つ
い
て
の
権
利
を
生
存
配
偶
者
に

認
め
て
い
る
。

（
（3
）　

別
産
制
の
下
で
の
、
清
算
的
財
産
分
与
に
関
す
る
日
本
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
「
裁
判
官
に
よ
る
財
産
の
分
配
を
伴
う
別
産
制
」
の

類
型
に
近
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
財
産
調
整
命
令
は
対
象
財
産
の
限
定
が
な
い
の
に
対
し
て
、
日
本
法
は
あ
く
ま
で
も

清
算
対
象
の
前
提
に
実
質
的
共
同
（
共
有
）
財
産
を
前
提
と
す
る
点
で
は
、
純
然
た
る
別
産
制
の
発
想
の
上
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
清
算
的
財
産
分
与
と
し
て
は
、
一
方
配
偶
者
の
固
有
財
産
に
他
方
の
た
め
に
不
動
産
利
用
権
の
設
定
を
命
ず
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
松
本
・
注（
（8
）一
二
八
頁
）。

（
（（
）　

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
七
日
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
家
族
法
改
正
研
究
会
第
六
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
夫
婦
財
産
関
係
法
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の
検
討Part 1

―
夫
婦
財
産
制
（
七
五
五
条
～
七
五
九
条
、
七
六
二
条
）
の
見
直
し
を
中
心
に
」
の
報
告
資
料
に
お
い
て
、
簡
単
な
私

案
を
掲
載
し
、
報
告
骨
子
の
み
拙
稿
・
注（
50
）八
頁
以
下
に
ま
と
め
て
い
る
。

〔
付
記
〕

拙
稿
は
、
池
田
真
朗
教
授
退
職
記
念
号
（
本
誌
八
八
巻
一
号
）
へ
の
執
筆
を
予
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
脱
稿

が
遅
れ
た
。
池
田
教
授
に
は
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。


